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定 時 総 会 次 第 
 

1．開    会 

2．会長あいさつ 

3．来賓あいさつ 

4．議 長 選 出 

5．議事録署名人の選任 

6．議    事 

第１号議案 令和６年度事業報告並びに貸借対照表、正味財産増減計算書の承認に

関する件（P.3） 

監  査  報  告 

第２号議案 令和７度会費の額並びに納入方法（案）の承認に関する件（P.35） 

第３号議案 令和７年度入会金の額並びに納入方法（案）の承認に関する件（P.39） 

第４号議案 任期満了に伴う役員改選（P.43） 

  報 告 事 項 令和６度公益目的支出計画実施報告書等について（P.45） 

   令和７年度事業計画並びに収支予算について（P.61） 

 

7．総 会 決 議 文（P.80） 

8．閉   会 
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第１号議案

令和６年度事業報告並びに貸借対照表、正味財産増減

計算書の承認に関する件
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事 業 報 告 

令和６年度事業報告に関する事項 
 
１ 事業の概要 

令和６年度の我が国の経済は、政府の経済対策により、長きにわたるデフレからの脱

却が見え、賃上げ率が３３年ぶりの高水準となったほか、企業収益や設備投資額も過去

最大規模となり、ゆるやかな回復を続けているとの判断がなされている。 

民間調査機関によると令和６年度の国内貨物総輸送量は減少となり、営業用トラック

の輸送量については、消費関連貨物が増加したが建設関連貨物が落ち込み、通年では微

増となると予測している。 

トラック運送業界の構造的な課題に対応するため、令和６年４月に荷主・物流事業者

に対する規制的措置やトラック事業者の取引に対する規制的措置などを盛り込んだ「流

通業務総合効率化法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が成立した。 

一方、「物流の２０２４年問題」解決のため、政府が策定した「物流革新に向けた政

策パッケージ」に基づく取り組みを推進するなど、Ｇメン調査員を設置し、適正競争推進

による業界の健全な発展の実現に向けて取り組んだ。 

また、運送事業者にとって利用しやすい道路ネットワークの推進や労働環境の改善を

図るため、重要物流道路をはじめとする高速道路の整備推進やミッシングリンクの解消、

ＳＡ・ＰＡおよび休憩・休息施設や中継物流拠点の整備などについて、関係行政機関に

対して積極的な働きかけを行った。 

令和６年１月に石川県を襲った「令和６年能登半島地震」における被災地域の経済を

支えるトラック運送事業者の雇用維持や事業継続などに関して、事業主等からの相談に

応じるとともに、全ト協と連携を図り、関係機関や政府・与党に対する要望・陳情活動を

積極的に展開した。 

当協会では、トラック輸送の公共的使命を果たすべく、より安定的な輸送力の確保と

安全、安心で質の高い輸送サービスを提供していくため、交通事故ゼロの実現に向けて、

安全運転の確保、飲酒運転の根絶等に対して積極的に取り組むなど諸対策を推進し、ト

ラック運送業界の健全化に努めた。 

 

２ 事業の内容  

（1）物流革新に向けた政策パッケージに基づく「２０２４年問題」への対応 

（ア）時間外労働の上限規制９６０時間及び改正改善基準告示の遵守に係る対応 

〇時間外労働の上限規制９６０時間及び改正改善基準告示の遵守に向け、セミ

ナー等を通じ、会員事業者に対し関係法令や告示について周知徹底を行うな
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ど、遺漏なき対応を図った。 

〇荷主や一般消費者等に対し、広告やリーフレットの配布等により荷主等への

理解促進を図るための環境整備を行った。 

（イ）商慣行の見直し及び取引環境の改善等による長時間労働の是正に係る対応 

〇物流革新に向けた政策パッケージに基づき、「適正運賃の収受に向けた契約

の電子化・書面化の導入」や「物流負荷の軽減に向けた計画の作成等」の規

制的措置の導入を含む法制化に関し、適切な対応を図った。 

〇「２０２４年問題」の解消を図るための商慣行の見直しに向け、関係行政機

関や関係団体等と連携を図り、着荷主を含む荷主や一般消費者等への理解促

進を図るための環境整備を推進した。 

（ウ）「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」の適確な運営 

〇行政や荷主団体等と連携を図り、引き続き協議会の適確な運営と取引環境・

労働時間の改善に向けた対応を図るとともに、協議会における広報活動等の

取り組みを行った。 

（エ）多重下請構造の是正に向けた対応 

〇関係行政機関と連携を図り、実運送事業者の適正な運賃の確保による賃金水

準の向上等を実現するため、元請事業者等が実運送事業者の情報を把握でき

るよう、台帳作成等に係る規制的措置への対応等多重下請構造の是正に向け

た施策について周知を行った。 

（オ）荷主との連携による物流効率化に向けた取り組みの実施 

〇ⅮⅩ等による物流の効率化・生産性向上を図るため、荷主や荷主団体との意

見交換やセミナー等を通じ、荷主とトラック運送事業者による物流効率化に

向け、周知・普及を図った。 

○ホワイト物流推進運動について、荷主やトラック運送事業者に引き続き周

知・促進を図り、生産性向上に向けた取り組みに積極的な対応を図った。 

 

（2）改正「標準的な運賃・標準運送約款」の活用等による適正なコスト収受等転嫁対策

の推進及びトラックＧメンとの連携による荷主対策の深度化の推進 

◇適正なコスト収受等転嫁対策 

（ア）改正「標準的な運賃」及び「標準運送約款」の周知に係る対応 

〇会員事業者に対し、改正の趣旨、内容や届出に係る周知を図り、積極的な活

用を促進するための諸対策を展開するとともに、荷主に対し積極的に広報・

周知活動を行った。 

（イ）「標準的な運賃」の活用及び原価管理の徹底等による適正なコスト収受等転嫁

対策の推進 

○ドライバーの労働条件改善を目的とした価格転嫁に向けた荷主交渉を促進

するため、会員事業者支援を強化した。 

〇「標準的な運賃」及び「燃料サーチャージ」のほか、高速道料金や附帯作業
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料・待機時間料など実費について、事業継続に必要なコストが収受できるよ

う積極的に広報・周知活動を行った。 

〇公正取引委員会の「パートナーシップによる価値創造のための円滑化施策の

パッケージ」及び「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に

基づき、特に労務費やエネルギーコストの上昇分が取引価格に転嫁できるよ

う、転嫁対策を推進した。 

〇標準的な運賃と自社原価の関連を踏まえた交渉方法など標準的な運賃の活

用によって適正運賃収受に繋がるセミナー等を開催するとともに個別企業

に対する運賃交渉等相談会や実績・要確認を行った。 

 

◇荷主対策の深度化対策 

（ア）トラックＧメンとの連携による荷主対策の深度化の推進 

○関係行政機関と連携し、事業者に違反行為を強要する荷主情報の収集を図る

ため、会員事業者、ドライバー等に対し、国土交通省の意見投稿サイトの積

極的な周知を行い、ドライバーの労働条件の改善や取引適正化の加速化を図

った。 

○適正化実施機関における巡回指導等により、事業者から収集した悪質な荷主

の情報をトラックＧメンに提供し、法に基づく「働きかけ」「要請」「勧告・

公表」などの措置を講じるよう、連携強化を図った。 

 

（3）燃料高騰対策等の推進及び自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 

◇燃料高騰対策 

（ア）激変緩和措置の更なる延長等燃料高騰対策の推進 
〇政府与党及び自治体等に対し、燃料油価格激変緩和事業や重点地方交付金の

継続について、働きかけや要望を行った。 

（イ）燃料サーチャージ導入の促進 
〇燃料サーチャージについて、事業者が収受できる環境を整備するため、荷主

への浸透を図るための施策を展開した。 

（ウ）自家用燃料供給施設整備支援助成事業及び燃料費対策特別融資の実施 
〇自家用燃料供給施設に対する助成事業を実施した。 

○軽油等燃料費対策及び環境・省エネに対する重要性を鑑み、最新の排出ガス

規制適合車等の導入に必要な資金融資に対する利子補給を行った。 

（エ）近代化基金融資の推薦及び利子補給事業、信用保証協会保証料助成事業の

実施 
〇物流効率化に資するための施設の整備をはじめ、事業の近代化・合理化のた

めの設備投資に対し、中央近代化基金事業と連携して地方近代化基金による

融資の斡旋及び利子補給を行った。 
〇信用保証協会のセーフティネット保証等の保証を受ける際に支払う保証料
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の助成を行った。 
（オ）石油製品価格動向調査及び燃料価格等の情報提供の実施 

〇軽油価格改定の動向について調査・情報収集し、会員事業者に対する情報提

供に努めた。 
（カ）アイドリングストップの徹底 

〇燃料高騰対策、ＣО２削減の一環として、ドライバーに対し、駐停車時の

アイドリングストップの徹底を図った。 
 

◇税制対策 

   （ア）自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 
〇自動車関係諸税の簡素化及び軽減に向けて、全ト協及び都道府県ト協と連携

を図り、要望・陳情活動を積極的に展開した。 
〇事業用トラックに対する新たな負担増の議論が生じた場合、これを阻止する

べく、要望・陳情活動を展開した。 
（イ）軽油引取税の旧暫定税率の廃止等税負担の軽減 

〇軽油引取税は、一般財源化により本来国民が公平に負担すべきであるにもか

かわらず、「当分の間税率」と名前を変えてトラック運送事業者が負担を強い

られており、税負担の公平の原則に著しく反していることから、軽油引取税

の旧暫定税率の廃止に向けて、要望・陳情活動を展開した。 
  

（4）多様な施策による人材確保対策の推進 

（ア）若年層、女性及び高齢者の採用等を含めた人材確保及び育成教育・定着対策

の推進 
〇若年層、女性及び高齢者の採用を含めた活動、採用後の労務管理等のマニュ

アルや人材確保セミナーを通じ会員事業者への支援を図るとともに関係機

関と連携して労働力確保に係る対外的な広報活動並びに積極的なＰＲ方策

を展開した。 
〇受験資格特例教習及び準中型免許取得、５トン限定準中型免許等限定解除に

係る費用に対する支援を行い、若年ドライバーの確保を図った。また、継続

して、大型・中型免許等の取得助成を行った。 

（イ）高校新卒者等の採用促進のためのインターンシップ活用の周知 
〇インターンシップ登録サイトの活用とインターンシップ実施事業者への支

援を図るとともに、就活イベントへの参加や高等学校等への周知活動を行い、

高校生等に対する業界への採用促進を図った。 

○地域のハローワークと連携し、求人中の会員事業者と求職者のマッチング機

会の提供を通じ、会員事業者の人材確保支援を図った。 
（ウ）事業後継者等の育成 

○事業後継者並びに青年経営者を育成するため、青年部会において実践に即し
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た研修事業を実施したほか、他業界等の青年組織との交流や社会貢献活動に

取り組むための支援を行った。特に、当県で開催された全ト協青年部会北陸

信越ブロック大会では部会員が一丸となって企画・運営を行った。 
○優秀な管理者を育成するため、中小企業大学校等の講座受講を促進・助成を

行った。 
（エ）運転免許制度等に係る諸課題への対応 

○１９歳でも大型免許取得可能な「特例教習制度」の活用を図るよう周知に努

め、トラック運送業界への新たな人材確保につながる取り組みを推進した。 
（オ）運転者職場環境良好度認証制度の促進 

○人材確保に向けた職場環境改善を促進するため、「運転者職場環境良好度認

証（働きやすい職場認証）」取得の助成を行った。 

（カ）ごみの不法投棄（ポイ捨て）の防止 
○道路環境の美化・保全に寄与するため、車内ごみの持ち帰りをドライバーに

意識づけるためのマナー教育の徹底を図った。 
 
（5）交通・労災事故の防止及び環境・ＳＤＧｓ対策の推進 

◇交通事故防止対策 

（ア）事業用トラックによる交通事故防止対策の推進 

○定時総会、事故防止大会等における交通安全決議等により、交通安全に対す

る意識の定着を図った。 

○「トラック事業における総合安全プラン２０２５」の目標達成に向けて、全

ト協と連携し、事故分析結果に基づくより実効性の高い各種セミナーを通じ

た事故防止対策の推進を図った。 

〇県内の事業用トラックによる死傷事故・危険箇所の交通事故実態等を把握し、

ホームページに公開するなどして事故防止を図った。 

〇事業用自動車の運転者に対する指導及び監督の指針に基づいて、ドライバー

教育テキストを活用した初任運転者等に対する教育指導体制の強化等により、

交通事故防止の実効性向上を図るとともに e ラーニングの活用を推進した。 

〇運行管理者及びドライバー等の安全教育訓練実施への助成及び運転者の適

性診断（一般・初任・適齢）、運転記録証明の助成を行った。 

（イ）飲酒運転の根絶に向けた取り組みの強化 

○運転者等に対するアルコール検知器の携行、酒気帯びの有無の測定方法及び

測定結果の確実な報告等について指導を徹底するとともに、事業用トラック

が関係した飲酒運転事故事例を周知するなどして、飲酒運転根絶の意識向上

を図った。 

（ウ）ドライバーコンテスト等の実施 

〇安全意識の高揚や運転技能の向上を図るため、ドライバーコンテスト及びＳ

Ｄラリーコンテスト（無事故無違反１００日運動）を実施した。 
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（エ）追突事故及び交差点、高速道路における事故防止対策 

〇交通事故実態に即した事故防止セミナー等を通じ、交通事故防止意識の高揚

を図るとともにＷＥＢ版ヒヤリハット集など効果的な映像を活用した実践

的なセミナーを開催した。 

（オ）安全対策機器等の普及促進 

〇先進安全自動車（ＡＳⅤ）の普及拡大を図るため、ドライブレコーダーをは

じめとした、車両周辺の安全確認支援装置、アルコールインターロック装置

など安全対策機器の導入に係る助成を行い、積極的な普及を促進した。 

また、使用過程車に後付可能なＡＩを備えた安全装置の市場開発状況等につ

いて情報収集に努めた。 

（カ）「運輸安全マネジメント」の普及拡大 

〇運輸安全マネジメントについて、一層の定着と取り組みの深度化、高度化を

図るための普及・啓発活動を推進するともに運輸安全マネジメント講習（ガ

イドラインセミナー・リスク管理セミナー・内部監査セミナー）の助成を

行った。 

（キ）駐車問題見直しへの対応 

〇貨物集配中の事業用トラックに係る駐車規制の見直しが継続的に実施され

ることを受け、引き続き諸課題について情報収集に努め、必要に応じ、改善

に向けた関係機関への働きかけを行った。 

（ク）降雪期における安全運行の推進 

〇降雪期における安全運行の徹底を図るため、安全運転指導及び啓発活動を実

施したほか、道路除排雪、凍結対策及び無装備車両（冬用タイヤ、チェーン

の装着）の乗入れに対する指導強化について道路管理者等に要望活動を行っ

た。また、荷主団体等に対して異常気象時下における輸送に関する協力を求

めた。 

（ケ）車輪脱落事故防止対策への対応 

〇「車輪脱落事故防止キャンペーン」などを通じ、車輪脱落事故防止対策の徹

底を図った。特に、車輪脱落事故防止のための増し締めの徹底を期すため、

トルクレンチを有していない事業所の保有促進と導入のための助成を行っ

た。 

 

◇労働対策 

（ア）過労死等防止対策の推進 

〇「過労死等防止計画」の具体的な行動計画に基づき、関係者が一丸となって

過労死等防止対策を推進した。 

○セミナーや啓発資料等を通じ、過労死等防止に向けた意識の高揚を図ると

ともに、過労死等防止対策の普及促進を図った。 
（イ）健康状態に起因する事故及び健康増進・メンタルへルス対策の推進 
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〇「トラック運送事業者のための健康起因事故防止マニュアル」等を活用した

セミナーやドライバーの生活習慣病対策（食生活、運動、飲酒、喫煙等）を

通じて、健康増進と健康起因事故防止に努めた。また、メンタルヘルスに関

する対応強化について啓発を図った。 
○中小トラック運送事業者のための健康管理システム（運輸ヘルスケアナビシ

ステム）の導入・活用を推進した。 
〇脳・心臓疾患の要因となる高血圧の予防に血圧測定が重要であることから、

業務前点呼に活用できる高機能な血圧計の導入に対する助成を行うととも

に、二次健康診断の受診勧奨を推進した。 
〇定期健康診断の受診に対する助成のほか、ドライバーが疾病により運転を継

続できなくなる事案の中で最も多い、脳血管疾患について早期発見、早期治

療を図るために実施する脳健診（脳ドック・脳ＭＲＩ）の受診に対する助成

を行った。 

（ウ）睡眠時無呼吸症候群(ＳＡＳ)対策の推進 

〇ドライバーの睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査に対する助成を行っ

た。 
（エ）労働災害防止の推進 

〇陸運労災防止協会と連携し、第１４次労働災害防止計画（２０２３～２０２

７）を踏まえた労災事故防止対策に取り組んだ。 

〇安全衛生管理の徹底と荷役作業の安全対策ガイドラインの周知徹底を図り、

また、荷主団体等に対してドライバー等の荷役作業時における労災事故防止

対策及び輸送の安全の確保が困難な状況下での輸送依頼の抑制に関する協

力を求めた。 

 

◇環境・ＳＤＧｓ対策 

（ア）「環境ビジョン２０３０」の推進 

〇環境基本行動計画「環境ビジョン２０３０」を踏まえ、次世代自動車の導入、

輸送の効率化の推進、アイドリングストップの徹底等脱炭素化に向けた環境

啓発活動を推進した。 

（イ）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への対応 

○「環境ビジョン２０３０」の行動メニューとＳＤＧｓの関連性の理解促進を

図りつつＳＤＧｓ達成に向けた取り組みを推進した。 

○環境と安全に配慮したエコドライブを推進するため、年間を通じて「エコド

ライブ推進運動」を展開し、「エコドライブ推進事業所認定事業」を実施した。 

〇安全意識と省エネ運転技能向上を図るため実践的な省エネ走行研修を実施

した。 

（ウ）エコドライブの徹底に向けたＥＭＳ機器等、アイドリングストップ支援機器

及びエコタイヤ等の普及促進 
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〇燃料消費量の削減効果が高いデジタル式運行記録計などＥＭＳ機器等の

導入に対する助成を行った。 

〇アイドリングストップ支援機器（車載式エアヒーター、バッテリー式冷房

装置等）導入を促進するための助成事業を行った。 

○エコタイヤ・再生タイヤの導入促進を図るため助成を行った。 

（エ）環境対応車の普及促進 

〇環境対応車である天然ガス自動車及びハイブリッド並びに電気トラック、燃

料電池トラックの導入を促進するための助成事業を行った。 

〇ＮＯｘ・ＰＭ等の排出ガスを削減するため、ポスト新長期規制等適合車への

代替に対して、近代化基金融資による融資の利子補給を行った。 

（オ）環境問題と２０２４年問題を含めた対策 

〇環境問題への対応や物流の効率化を進めるため、フェリーや鉄道等の適切な

利用推進に向け、関係行政機関や関係団体等と連携を図った。 
 

（6）高速道路通行料金の割引の拡充及び使いやすい道路の実現に向けた諸対策の推進 

（ア）大口・多頻度割引の実質５０％の割引への拡充・恒久化 
○高速道路の利用は、ドライバーの拘束時間短縮等働き方改革の実現に向けて

不可欠なものであるため、大口・多頻度割引の実質５０％割引への拡充・恒

久化について、全ト協及び都道府県ト協と連携を図り、政府・与党に対する

要望活動を展開した。 

（イ）高速道路料金の更なる割引等の拡充 
〇より一層の利用重視の観点から、料金水準の引き下げについて要望を行い、

輸送効率の改善及び一般道の交通安全・環境面の維持を図るとともに、一般

道や混雑する高速道路から、通行量の少ない高速道路への転換促進を図るた

めの料金・割引制度が設けられるよう要望活動を行った。 
（ウ）高速道路等における安全対策及び渋滞対策の推進 

○輸送時間の短縮、定時性の確保、物流効率化による経済活動の活性化等高

速道路の持つ効果が最大限発揮されるよう、一般道路と連携した全国道路

ネットワークの積極的な整備の推進やミッシングリンク解消のほか、暫定２

車線の４車線化など安全対策及び渋滞対策の推進に向けて、要望活動を行っ

た。 
（エ）「重要物流道路」の追加指定や機能強化の推進 

○大型トラックが特殊車両通行許可不要でスムーズに走行できる環境の実現

に向けて重要物流道路の追加指定及び指定された区間の道路整備が早期完

成・供用されるよう、全ト協や石川県と連携し、適宜要望を行った。 

（オ）ＳＡ・ＰＡ、道の駅における駐車スペースや休憩・休息施設の整備・拡充 
〇労働関係法令の遵守及び労働環境改善のために必要な施設として、高速道路

のＳＡ・ＰＡ、道の駅における大型及び特大車用の駐車マスの幅の拡大や、
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休憩・休息施設となる建屋内設備の整備・拡充、特にシャワー施設の設置箇

所拡大について、積極的な要望を行った。 

〇中継物流拠点の整備・拡充等による中継輸送の推進 

ドライバーの長時間労働の抑制等働き方改革の推進のため、中継物流拠点

（コネクトエリア）の設置箇所の拡大について、全ト協と連携し、要望を行

った。 

（カ）道路通行及び車両に関する制度の簡素化及び規制緩和要望の推進 
○特殊車両通行許可に付される通行時間帯条件の緩和など車両制限令及び道

路運送車両法の保安基準、道路交通法施行令について、各種規制の緩和、手

続きの簡素化・迅速化等について、全ト協及び都道府県ト協と連携を図り、

適宜要望を行った。 

○特殊車両通行確認制度における、道路関連データのデジタル化の促進や利用

しやすい手数料水準について、全ト協と連携し、要望を行った。 

 
（7）適正化事業等の推進による法令遵守の徹底 

（ア）適正化事業実施機関の事業活動を効果的に推進するため指導体制の強化及び

地方評議委員会の適切な運営 
〇適正化事業指導員による指導体制の強化を図り、また地方評議委員会の適切

な運営に努めた。 

（イ）事故防止・安全対策等の指導内容の充実強化及び事業者・運行管理者等に対

する指導・啓発の推進 
〇巡回指導については、総合評価が低い事業者や法令を遵守しない悪質な事業

者など指導の必要性が高い事業者を念頭に優先度に応じた指導内容及び巡

回頻度とし、効果的・効率的に推進した。また、関係機関と連携し、速報制

度並びに新規参入事業者に対する巡回指導及び乗務時間等告示違反事業所

に対する特別巡回指導の適確な対応を図った。 

〇悪質性の高い違反項目について、運輸支局等への迅速な情報提供を行った。 

また、自動車の適正な点検・整備及び不正改造防止に関して国土交通省の運

動に呼応し対応した。 

〇巡回指導における評価が厳正・公平に行われるよう、巡回指導指針及び巡回

指導マニュアルに基づき、最重点指導項目をはじめとした指導項目について、

適切に指導を実施した。また、巡回指導を通じて、時間外労働の上限規制及

び改正改善基準告示の周知を図るとともに改正貨物運送事業法の遵守の徹

底を図った。 

〇事業者・運行管理者等に対して、法令遵守をはじめとする広報啓発活動を積

極的に推進した。 

（ウ）社会保険等の未加入・未納事業者に対する指導、社会保険制度等に関する法

的義務の周知徹底、啓発活動の推進 
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〇巡回指導等を通じ社会保険制度等の加入及び保険料の納付について、周知及

び法的義務の履行の徹底を図った。 

（エ）適正化事業指導員に係る研修事業の充実並びに資質の向上  
〇全国研修、小規模グループ研修等の受講により専門的知識の習得や指導能力

の向上を図った。 

○適正化事業指導員として必要な能力の向上を図るための各種資格の取得を

推進した。 

〇運輸局・運輸支局との連携強化を目的とした官民合同の地方ブロック研修等

に参加し、ブロック内における指導内容の均一化を図った。 

（オ）安全性評価事業(Ｇマーク制度)の積極的な推進及び内外に対する広報啓発活

動の展開 

〇「貨物自動車運送事業安全性評価事業(Ｇマーク制度)」について、引き続き

関係行政機関や全ト協と連携し、円滑な推進を図った。 

〇荷主企業や一般消費者に対するＧマーク制度の更なる認知度アップを図る

ため、引き続きＧマークラッピングトラックを走行させるなど、広報啓発活

動を積極的に展開した。 

○長期間にわたり、安全性優良事業所の認定を受け、安全対策等に顕著な功

績が認められる事業所を安全性優良事業所表彰候補として運輸局等に推薦

した。 

○Ｇマーク事業所に係る危険運転等悪質違反行為に対する是正指導を行った。 

○Ｇマークステッカーの「有効期限切れ」や「廃車時」の剥離の徹底等、ス

テッカーの適正な管理を推進した。 

   

（8）令和６年能登半島地震の対応及び大規模自然災害発生時における緊急輸送体制の確立 

（ア）令和６年能登半島地震への対応 
〇被害を受けた会員事業者の事業再建に向けた特別相談窓口を設置し、事業主

等からの相談に応じるとともに、事業基盤等の本格的な復旧・復興に向けた

対応を行った。 

〇被害を受けた会員事業者を支援するため、各種助成（提出期限の延長・書類

の簡素化等）や会費の減免等の支援に向けた特例措置を行うとともに、経営

安定化確保に資する全ト協中央近代化基金「激甚災害融資」の推薦事業を実

施した。 
〇被災地域の経済を支えるトラック運送事業者の雇用維持や事業継続などに

関して、全ト協と連携を図り、関係機関や政府・与党に対する要望・陳情活

動を積極的に展開した。 
〇石川県等が掲げた能登半島地震からの復旧・復興に向けた取り組みにトラッ

ク運送業界として積極的に協力した。 

〇会員事業者や当協会における震災対応の記憶や体験を風化させないために、
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記録誌の制作や被災地の復興を応援するための取り組み（ラッピングトラッ

クの走行、トラック貼付用ステッカーの製作）等を行った。また、ステッ

カーの販売代金全額を「石川県令和６年能登半島地震災害義援金」へ寄贈し

た。 

（イ）大規模自然災害発生時における緊急輸送体制の確立及び訓練 
〇大規模自然災害時における事業用トラックによるライフライン機能維持を

確実に果たすため、関係機関や全ト協と連携し、「緊急・救援輸送基本計画」

に基づき、令和６年能登半島地震の教訓を踏まえた緊急・救援物資輸送にお

ける課題やその対策等を明確化し、更なる万全な体制を確立した。 
〇緊急救援物資を適確に輸送できるよう、石川県等が主催する防災訓練に参加

した。 
〇災害発生後のボランティアによる救援活動等が円滑に行われるよう、石川県

等からの資機材等の輸送協力に対応した。 
（ウ）自然災害発生時に備えた災害物流専門家の育成など防災マネジメントの普及

拡大 
〇会員事業者等を対象とする災害物流専門家研修を開催し、災害物流専門家の

育成に努め、自然災害への対応にあたって、参考とすべき考え方をまとめた

「運輸防災マネジメント指針」について普及活動を展開するとともに運輸安

全マネジメント講習（防災マネジメントセミナー）の助成を行った。 
 
（9）荷主・消費者等対外広報活動の推進 

（ア）引越事業者優良認定制度の推進と消費者サービス向上 
〇引越事業者優良認定制度（引越安心マーク）の普及促進を図るため、広報媒

体を活用し、業界内だけではなく、消費者に対しても積極的な周知を行った。 
〇引越基本講習と引越管理者講習を開催して、標準引越運送約款や関係法令等、

引越管理者として必要な知識の周知徹底を図った。 
○引越繁忙期におけるサービスレベルや輸送品質を保持するため、分散引越に

ついて、一般消費者や企業・国等に対し幅広い周知活動を推進した。 
（イ）機関誌「トラックのひろば」及びホームページ等による会員向け情報提供と

拡充施策の推進 
〇業界及び関係行政機関の活動や事業経営に役立つ情報を提供するため、機関

誌「トラックのひろば」を毎月発刊し、会員をはじめ、関係行政機関等に配

布した。 
〇情報発信の基盤的役割を担うホームページを運営し、常に鮮度の高い情報発

信に努めた。 
（ウ）１０月９日「トラックの日」のキャンペーンによる業界ＰＲ対策の推進 

〇１０月９日「トラックの日」を中心に各種メディアを活用し広報活動を展開

した。 
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（エ）トラック運送業への一層の理解促進に向け、各種広報媒体を活用した積極的

なＰＲ対策の推進 
〇将来の業界を担う優秀な人材を確保するため、各種コンテンツを活用し、く

らしと経済を支えるライフラインであるトラック輸送の役割を周知した。 
〇重要な課題・取り組み等について、機関誌、ホームページをはじめとして、

各種メディアを活用し、積極的に業界の意見公表と周知対策を行った。 
○多様化する情報ニーズに幅広く対応するため、ユーチューブをはじめとした

ＳＮＳ等の各種デジタル媒体を活用した積極的なＰＲを推進した。 
〇荷主等に対し、２０２４年問題をはじめとしたトラック運送業界の現状を

訴えるとともに改正標準的な運賃の収受、適正取引推進、安全性評価事業

（Ｇマーク制度）、引越事業者優良認定制度（引越安心マーク）の普及促進に

向けて、広告掲載等によるＰＲ活動を展開し、理解と協力を求めた。 
〇新聞、テレビ等の報道機関による取材に積極的に対応し、業界の現状理解と

広報活動に対する協力を求めた。 
 
（10）新技術を活用した物流ＤＸの推進 

（ア）新技術を活用した物流効率化の推進 

〇２０５０年のカーボンニュートラルに向けた国の施策や「総合物流施策大綱」

の柱のひとつである物流ＤＸについて、課題等の整理を行った。 

〇ＩＴ活用の普及を図るため、先進活用事例等幅広く周知するセミナーを開催

し、事業者における人材不足や生産性向上等に資する新技術を活用した業務

効率化を推進した。 

（イ）物流ⅮⅩの取り組みの促進 
〇中小トラック事業者における業務の効率化をはじめとする働き方改革に繋

がる物流ⅮⅩを促進するため、効果的な取り組み方策及び成功事例の周知、

管理システム等の導入支援等を行った。 

（ウ）運行管理の高度化への対応 
〇ＩＴＣ（運行管理に活用可能な情報通信技術）を活用した遠隔点呼、自動点

呼の普及促進による運行管理の高度化・効率化を図るため自動点呼に係る支

援機器及びシステムの導入を支援した。 

 
（11）その他 

（ア）運輸事業振興事業費補助金交付要綱に基づく事業の推進 
〇補助金事業を効果的・効率的に活用し、トラック運送事業の適正な運営、健

全な発展を促進したほか、トラック会館施設の経年劣化に応じた修繕を行い

保全と管理運営に努めた。 

（イ）国民保護に関する業務の推進 
〇武力攻撃事態等の発生に備えて、地方公共機関としての対策業務が適確かつ
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13 
 

迅速にできるよう石川県が主催する図上訓練に参加し、国民保護措置に対す

る対応能力の向上を図った。 

（ウ）新型インフルエンザの発生に関する業務の推進 
○新型インフルエンザの発生に備えて、地方公共機関としての対策業務が適確

かつ迅速にできるよう石川県が主催する訓練に参加するなどして、体制の確

立を図った。 
（エ）家畜伝染病の発生に関する協力 

〇高病原性鳥インフルエンザ、豚熱等の発症が確認され、石川県等からの防疫

資材等の輸送協力への対応が行えるよう、体制の確立を図った。 
（オ）事務局組織の強化と支部・委員会・部会組織等の効率的運用 

〇事務局体制の強化に努めたほか、業界の諸問題等に迅速かつ適確に対応をす

るため、支部・委員会・部会組織の効率的な運用を図った。 
（カ）業務改革等の推進 

〇会員事業者向けの各種助成金制度申請に係る簡略化（申請書類の簡素化）を

推進し、会員サービスの向上を図るとともに事務局業務の効率化やセキュリ

ティ対策の強化等を図った。 
（キ）関係機関の受託業務等の推進 

〇陸運労災防止協会の業務委託基本協定等に基づいて、労働災害防止に係る事

業の推進と支部活動支援の充実を図った。 

〇全ト協との業務委託契約等に基づいて、金沢トラックステーションの施設運

営及び長距離運行を行う事業用トラックの安全運行の確保等を図った。 

また、施設内におけるアイドリングストップやごみの不法投棄禁止の徹底を

図るなど環境啓発活動を推進した。 

（ク）運行管理者試験の合格率向上 
〇会員事業者向けの運行管理者試験受験対策に係る事前講習会を開催し、合格

率の向上に努めた。 

（ケ）庶務関係事項 
〇本会の永年勤続功労者等に対する表彰を行うとともに、令和６年能登半島地

震において、緊急・救援物資輸送任務の遂行者等を表彰した。 
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庶務に関する事項 

 1．会 員     

 令和 7 年 3 月 31 日現在の会員は 627 社（新規会員 6 社）で地区別会員数、業種

別会員数は次のとおりである。 
 

 (1) 支部別会員数           (2) 業種別会員数  

加  南 
114 社 

加 賀 市     25 

小 松 市     52 

能 美 市 27 
能 美 郡      10 

石  川 
105 社 

白 山 市 89 

野々市市 16 

金沢第 1 
93 社 

金 沢 市     93 

金沢第 2 
92 社 

金 沢 市     92 

金沢第 3 
99 社 

金 沢 市     69 

かほく市 19 
河 北 郡     11 

能  登 
83 社 

羽 咋 市     15 

羽 咋 郡     26 

七 尾 市     31 

鹿 島 郡     11 

奥 能 登 
41 社 

輪 島 市     15 

鳳 珠 郡 16 

珠 洲 市     10 

計 627 

 

一般貨物 180 

一般貨物・利用運送 411 

一般貨物（特別積合運送） 1 

一般貨物（特別積合運送）・利用運送 11 

一般貨物・（霊柩運送） 15 

特定 2 

特定・利用運送 2 

利用運送 5 

計 627 

  

  

  

  

  

  
  

  

 
 



― 19 ―

 

 2．車 両 数 

令和 7 年 3 月 31 日現在の会員事業所貨物自動車の台数は普通車 12,175 台、小型

車 713 台、合計 12,888 台である。 
 

 3．役 員 

令和 7 年 3 月 31 日現在の役員は理事 30 名（会長、副会長、専務理事 6 名を含

む）、監事 3 名で次の通りである。 
会長・代表理事 久 安 常 信  久安重機運輸㈱代表取締役会長 
専務理事・業務執行理事 端  岩 男 (一社)石川県トラック協会専務理事 
副会長・理事 山 田 秀 一  北陸貨物運輸㈱取締役会長 

    〃 操 川 一 郎 城西運輸機工㈱代表取締役社長 
      〃 小 前 田  彰  小前田運輸㈱取締役会長 
      〃 新 出  勝  ㈱新出組代表取締役 

理  事  上 田  真  上田運輸㈱代表取締役 
      〃 東 出 友 明  丸運トラック㈱代表取締役社長 

    〃 谷 口 直 人  ㈲直人運輸代表取締役 
    〃 高 橋  満  高橋配送㈲代表取締役 
    〃 堀 井 裕 介  トナミ運輸㈱北陸主管支店長 
    〃 小 松 康 作  ㈲中部生コン輸送代表取締役社長 
    〃 後  昇 司  ㈱丸昇運輸代表取締役 
    〃 山 本  隆  ㈲加賀配送代表取締役 
    〃 西 川 一 克  西川輸送㈱代表取締役会長 
    〃 山 岸 克 洋  ㈱丸伸インダストリ代表取締役 
    〃  小 林 篤 弘  日本通運㈱北陸支店長 
    〃  山 本 昭 雄  石川日通運輸㈱代表取締役 

      〃 坂 下 富 治 雄  ㈱北陸共配代表取締役 
   〃 相 川 哲 也  ㈲コーケンサービス代表取締役 

      〃 吉 田 修 一  野々市運輸機工㈱取締役会長 
      〃 関  仁  北陸通運㈱代表取締役社長 
      〃 桐 畑  剛  ㈱桐畑代表取締役社長 

   〃 梶  嘉 仁  ㈱梶運送代表取締役 
      〃 沖 津 憲 洋  沖津運輸㈱代表取締役社長 

    〃 小 林 茂 成  小林運輸㈱代表取締役 
    〃 稲 岡 利 男  ㈱稲岡会長 

      〃 木 下 義 隆  丸一運輸㈱代表取締役社長 
      〃 多 知 勇 世  日生運輸㈱代表取締役社長 
      〃 阿 知 克 明  町野運輸㈱代表取締役 

監 事 吉 田 一 幸 吉美商事㈱代表取締役 
    〃 堀 岡 修 次  ㈱金沢港運代表取締役社長 
    〃 福 永 孝 平  是則北陸運輸㈱専務取締役 
 

 4．顧 問     操 川 由 一 城西運輸機工㈱取締役会長 
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（2）公益社団法人全日本トラック協会関係 
 役 員 
  常任理事 久 安 常 信 久安重機運輸㈱ 
 
 委員会 
  税制委員会 久 安 常 信 久安重機運輸㈱ 
  道路・施設委員会 久 安 常 信 久安重機運輸㈱ 

労働安全・災害防止委員会 山 田 秀 一 北陸貨物運輸㈱ 
交通対策・GX 委員会 新 出  勝 ㈱新出組 

  環境対策委員会 操 川 一 郎 城西運輸機工㈱ 
  経営改善・DX 委員会  小前田  彰 小前田運輸㈱ 
   
 部 会 
  ダンプトラック部会 稲 岡 利 男 ㈱稲岡 
  海上コンテナ部会 堀 岡 修 次 ㈱金沢港運 
  ﾀﾝｸﾄﾗｯｸ・高圧ｶﾞｽ部会 山 本 邦 彦 みなと梱包運送㈱ 
  セメント部会 谷 内 清 秀 北国通運㈱ 
  重量部会 久 安 常 信 久安重機運輸㈱ 
  引越部会 小 林 篤 弘 日本通運㈱ 
  青年部会 東 崎 真 也 ㈱東崎倉庫運輸 
 
 

令和 7 年 3 月 31 日現在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 機　　構

令和7年3月31日現在

事
務
局
長

山 田 秀 一

新 出 勝

小前田 彰

操 川 一 郎

小 林 篤 弘

委員長

委
員
会
・
部
会

地
方
適
正
化
事
業

実
施
機
関

久

安

常

信

久

安

常

信

端

　
　
 
岩

　
男

天

田

　
敏

勝

端

　
　
 
岩

　
男

天

田

　
敏

勝

会
長
（
代
表
理
事
）

 交通・環境対策委員会

適
正
化
事
業
指
導
員

奥

村

　
和

秀

春

田

　
修

一

中

川

　
界

人

適
正
化
事
業
課
長

岡

村

 
　
　
諭

堀

　
　
貴

志

理

事

会

正

副

会

長

会

 青　年　部　会 部会長

 重　量　部　会 部会長

委員長

総
務
課
長
補
佐

横

山

　
公

志

業
務
課
陸
災
防
担
当
課
長

中

沢

　
　
薫

パ
ー
ト
（
金
沢
Ｔ
Ｓ
）

岡

崎

　
純

孝

 路　線　部　会

 建 設 輸 送 部 会

 広 報 委 員 会 委員長

部会長

 輸送秩序確立委員会

 交付金運営委員会

委員長

委員長

総

会

副
本
部
長

(

兼
）

適
正
化
担
当
部
長

適
正
化
事
業
係
長

専
務
理
事
（

業
務
執
行
理
事
）

本
部
長

(

兼
）

総
務
課
長

東 崎 真 也

パート 3

計 12

 総 務 委 員 会 久 安 常 信

久 安 常 信

部会長

稲 岡 利 男

山 本 邦 彦

 引 越 委 員 会 委員長

委員長 労 働 委 員 会

 タンクトラック部会 部会長

堀 井 裕 介

久 安 常 信

パ
ー
ト

脇

方

　
善

行

総
務
課
主
事

澤

本

　
瑞

希

泉

谷

小

百

合

事務局長 1

課　長 3

課長補佐

支部長 小前田 彰

2  金沢第二支部

支
　
　
　
部

支部長

1

 金沢第一支部

支部長

吉 田 修 一 金沢第三支部

2

支部長

支部長

小 林 茂 成支部長

久 安 常 信

 加南支部

 石川支部

係　長

新 出 勝

 能登支部

 奥能登支部

主　事 操 川 一 郎

（1） 一般社団法人 石川県トラック協会組織図

事

務

局

人

員
支部長

山 田 秀 一

（
兼
）



― 22 ―

 

 

6．行政庁に申請報告した事項 
 

(1) 石川県知事 
 

ア.  令和 6 年 3 月 31 日付新交第 10179 号 令和 5 年度運輸事業振興事業費補助

金 191，489，000 円の確定通知に基づき、同年 4 月 22 日付をもって令和 5 年度

運輸事業振興事業費補助金精算請求書を提出、同年 5 月 31 日下半期分

38,298,000 円が交付された。 
 

イ. 令和 6 年 6 月 17 日付をもって公益目的支出計画実施報告書等を提出、令和 6 年

6 月 24 日手続き完了の通知がされた。 
 

ウ. 令和 6 年 8 月 1 日付をもって運輸事業振興事業費補助金に係る基金の一部取崩

承認申請書を提出、同年 8 月 1 日交通第 197 号をもって承認された。 
 

エ. 令和 6 年 8 月 1 日付をもって令和 6 年度運輸事業振興事業費補助金申請書を提

出、同年 8 月 1 日交通第 196 号をもって 195,641,000 円交付決定の通知がされた。 
 

オ. 令和 6 年 9 月 2 日付をもって令和 6 年度運輸事業振興事業費補助金概算払請求

書を提出、同年 9 月 30 日 156,512,000 円が交付された。 
 

カ. 令和 7 年 3 月 24 日付をもって令和 6 年度運輸事業振興事業費補助金に係る補

助事業の変更承認申請書を提出、同年 3 月 24 日付交通第 455 号をもって承認さ

れた。 
 

キ. 令和 7 年 3 月 31 日付をもって令和 6 年度運輸事業振興事業費補助金事業実績

報告書を提出した。  
 

(2) 北陸信越運輸局長 
 

ア. 令和 6 年 7 月 2 日付をもって運輸事業振興助成交付金に係る事業計画及び資

金計画報告書を提出した。 

 
7．登記事項 
 

(1) 理事の就任  堀井 裕介、小林 篤弘 

(2) 理事の辞任  山下 良範、山本 昭雄 
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会議に関する事項 
 

1．総  会 

  令和 6 年 6 月 5 日石川県トラック会館において第 50 回定時総会を開催し、次の議案

を審議し、いずれも承認決定された。 
第 1 号議案 令和 5 年度事業報告並びに貸借対照表、正味財産増減計算書の承認に関す 

る件 
第 2 号議案 令和 6 年度会費の額並びに納入方法の承認に関する件 
第 3 号議案 令和 6 年度入会金の額並びに納入方法の承認に関する件 
第 4 号議案 役員報酬の額の承認に関する件 
第 5 号議案 役員補充選任の承認に関する件 
報 告 事 項 令和 5 年度公益目的支出計画実施報告書等について 

令和 6 年度事業計画並び収支予算について 
 

2．理事会並びに交付金運営委員会 

 第 361 回理事会並びに第 334 回交付金運営委員会合同会議（令和 6 年 5 月 15 日） 
・  令和 5 年度事業報告について他 
第 362 回理事会並びに第 335 回交付金運営委員会合同会議（令和 6 年 9 月 4 日） 
・  第 49 回近代化基金融資申込の推薦について他 
第 363 回理事会並びに第 336 回交付金運営委員会合同会議（令和 6 年 11 月 20 日） 
・  適正化事業調査員規定について他 
第 364 回理事会並びに第 337 回交付金運営委員会合同会議（令和 7 年 1 月 15 日） 
・  第 48 回近代化基金融資申込の推薦について他   
第 365 回理事会並びに第 338 回交付金運営委員会合同会議（令和 7 年 3 月 5 日） 
・ 令和 7 年度事業計画並びに収支予算について他            

 
3．正副会長会・総務委員会合同会議等 

第 87 回正副会長会・第 87 回総務委員会合同会議（災害対策・燃料価格高騰対策本部会議） 
・  理事会の提出議案について他              （令和 6 年 5 月 15 日） 
第 88 回正副会長会・第 88 回総務委員会合同会議（災害対策・燃料価格高騰対策本部会議） 
・  理事会の提出議案について他              （令和 6 年 9 月 4 日） 
第 89 回正副会長会・第 89 回総務委員会合同会議（災害対策・燃料価格高騰対策本部会議） 
・  理事会の提出議案について他              （令和 6 年 11 月 20 日） 
第 90 回正副会長会・第 90 回総務委員会合同会議（支部長懇談会） 
・  令和 7 年度事業計画の骨子について他          （令和 6 年 12 月 12 日） 
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第91回正副会長会・第91回総務委員会合同会議（災害対策・燃料価格高騰対策本部会議） 
・ 理事会の提出議案について他              （令和 7 年 1 月 15 日） 
第92回正副会長会・第92回総務委員会合同会議（災害対策・燃料価格高騰対策本部会議） 
・ 理事会の提出議案について他              （令和 7 年 3 月 5 日） 

 
4．会計監査 

令和 6 年 5 月 8 日石川県トラック会館において監事 吉田一幸、堀岡修次、福永孝平の 3
氏より令和 5 年度の決算関係書類につき監査を受け適正かつ正確であることの確認を得た。 

  
5．表 彰 式 

 令和 6 年 5 月 15 日石川県トラック会館において第 75 回表彰式を行い協会長より被表彰

者 270 名に対し表彰状並びに記念品を授与した。 
 

6．セミナー・研修会・説明会・講演会等 

・ 初任運転者指導教育に係る e ラーニング（令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日） 
・ 集団健診（令和 6 年 4 月 5 日、5 月 18 日、10 月 5 日） 
・ SAS 対策オンラインセミナー【Web】 
（令和 6 年 5 月 17 日、7 月 17 日、9 月 18 日、11 月 13 日、令和 7 年 1 月 22 日、3 月 12日） 
・ 令和 6 年度省エネ走行研修（令和 6 年 5 月 31 日～6 月 1 日） 

中部トラック総合研修センター 
・ プラン 2025 目標達成フルセミナー（令和 6 年 6 月 20 日） 
  石倉 宏（SOMPO リスクマネジメント㈱モビリティコンサルティング部） 
・ 令和 6 年度第 1 回運行管理者試験事前講習会（令和 6 年 7 月 13 日） 
  小林 真（㈱NX 総合研究所主任研究員） 
・ 改善基準告示解説セミナー（令和 6 年 8 月 22 日） 
  小山 雅敬（㈱コヤマ経営代表取締役） 
・ 災害物流専門家研修（令和 6 年 9 月 12 日、13 日） 
  髙橋巨樹、川目俊夫（㈱NX 総合研究所ゼネラルマネージャー、コンサルタント） 
・ 価格転嫁に向けた運賃交渉等相談会（令和 6 年 9 月 26 日、10 月 30 日、11 月 13 日） 
  小山 雅敬（㈱コヤマ経営代表取締役） 
・ 車輪脱落事故防止及びチェーン着脱講習会（令和 6 年 10 月 8 日） 
  霞 知衡（ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱中部技術サービス部長） 
  辻浦 千久（（一社）日本自動車連盟推進課事業係長） 
・ トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善等セミナー（令和6年10月22日） 
  小山 雅敬（㈱コヤマ経営代表取締役） 
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・ 引越基本講習（令和 6 年 10 月 24 日） 
  小倉 政人（公益社団法人全日本トラック協会引越講習認定講師） 
・ 引越管理者講習（令和 6 年 10 月 25 日） 
  小倉 政人（公益社団法人全日本トラック協会引越講習認定講師） 
・ 過労死防止対策セミナー（令和 6 年 11 月 6 日） 

石倉 宏（SOMPO リスクマネジメント㈱名古屋チームリーダー） 
 ・ 求荷求車情報ネットワーク「WebKIT」説明会（令和 6 年 11 月 11 日） 
   大内 務（日本貨物運送協同組合連合会事務局長） 
・ 事故防止研修会「交差点の危険を考える」（令和 6 年 11 月 20 日） 
  伊藤 幹夫（中部交通共済協同組合事故防止部） 

 ・ 「標準的な運賃」活用セミナー（令和 6 年 11 月 26 日） 
   森高 弘純（近代経営システム研究所） 
・ 中小トラック運送事業者のための DX 推進セミナー（令和 6 年 12 月 4 日） 
  森高弘純（近代経営システム研究所代表） 
・ 健康管理セミナー（令和 6 年 12 月 6 日） 
  安島なつみ（NPO 法人ヘルスケアネットワーク 保健士） 
・ 令和 6 年度第 2 回運行管理者試験事前講習会（令和 7 年 1 月 18 日） 
  小林 真（㈱NX 総合研究所主任研究員） 
・ 人材確保に係る企業合同説明会【白山会場】（令和 7 年 2 月 20 日） 
・ 人材確保に係る企業合同説明会【小松会場】（令和 7 年 2 月 26 日） 
・ 人材確保に係る企業合同説明会【金沢会場】（令和 7 年 3 月 10 日） 
・ 人材確保に係る企業合同説明会【七尾会場】（令和 7 年 3 月 25 日） 
・「改正物流法」に係る説明会（令和 7 年 3 月 24 日） 
  塚原 洋介（石川運輸支局専門官） 
 

7．支部・委員会・部会の会議開催状況 

 （1）支部 
ア．加南支部 

   ・ 第 21 回全体会議（令和 6 年 5 月 8 日） 
   ・ 第 46 回全体会議（令和 6 年 8 月 30 日） 

・ トラックの日クリーン作戦（令和 6 年 10 月 5 日） 
・ ボウリング大会（令和 6 年 11 月 23 日） 

   ・ 第 47 回運営委員会（令和 6 年 12 月 20 日） 
   ・ 交通安全祈願・第 48 回運営委員会（令和 7 年 1 月 28 日） 
   ・ 第 22 回全体会議（令和 7 年 2 月 28 日） 
   ・ 第 49 回運営委員会（令和 7 年 3 月 27 日） 

イ．石川支部 
   ・ 第 17 回全体会議・第 51 回運営委員会（令和 6 年 4 月 22 日） 
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   ・ 第 52 回運営委員会（令和 6 年 7 月 9 日） 
   ・ 講習会（令和 6 年 8 月 22 日） 
   ・ ボウリング大会（令和 6 年 9 月 8 日） 
   ・ トラックの日クリーン作戦（令和 6 年 10 月 5 日） 

・ 第 53 回運営委員会（令和 6 年 11 月 21 日） 
 ・ 第 18 回全体会議・第 54 回運営委員会（令和 7 年 2 月 7 日） 
 ・ 第 55 回運営委員会（令和 7 年 3 月 7 日） 
ウ．金沢第一支部 

   ・ 第 16 回全体会議（令和 6 年 5 月 10 日） 
   ・ 白山交通安全祈願（令和 6 年 7 月 20～21 日） 

・ 第 42 回運営委員会（令和 6 年 9 月 2 日） 
   ・ トラックの日クリーン作戦（令和 6 年 10 月 5 日） 

・ 第 43 回運営委員会（令和 6 年 11 月 2 日） 
・ 新年交通安全祈願・新春懇親会（令和 7 年 1 月 10 日） 
・ 第 17 回全体会議（令和 7 年 2 月 21 日） 

   ・ 第 44 回運営委員会（令和 7 年 3 月 19 日） 
エ．金沢第二支部 

   ・ 第 17 回全体会議（令和 6 年 4 月 23 日） 
・ 第 37 回運営委員会（令和 6 年 7 月 5 日） 
・ 金沢城リレーマラソン 2024～秋の陣～参加（令和 6 年 9 月 29 日） 

   ・ トラックの日クリーン作戦（令和 6 年 10 月 5 日） 
・ 金沢西高等学校「交通安全出前講座」（令和 6 年 10 月 11 日） 
・ 第 38 回運営委員会（令和 6 年 10 月 11 日） 
・ 第 39 回運営委員会（令和 6 年 11 月 22 日） 
・ ボウリング大会（令和 7 年 2 月 16 日） 
・ 第 19 回全体会議・講習会（令和 7 年 2 月 26 日） 
・ 第 40 回運営委員会（令和 7 年 3 月 13 日） 

オ．金沢第三支部 
   ・ 第 10 回全体会議（令和 6 年 5 月 13 日） 

・ 第 36 回運営委員会（令和 6 年 7 月 24 日） 
   ・ トラックの日クリーン作戦（令和 6 年 10 月 5 日） 
   ・ 労務対策講習会（令和 6 年 10 月 26 日） 

・ 第 37 回運営委員会（令和 6 年 12 月 5 日） 
   ・ 交通安全キャンペーン（令和 6 年 12 月 9 日） 
   ・ 新年交通安全祈願・新年懇親会（令和 7 年 1 月 9 日） 
   ・ 第 38 回運営委員会（令和 7 年 3 月 25 日） 

カ．能登支部 
   ・ 第 14 回全体会議（令和 6 年 5 月 10 日） 

・ 第 32 回運営委員会（令和 6 年 8 月 2 日） 
   ・ トラックの日クリーン作戦（令和 6 年 10 月 5 日） 
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   ・ 第 33 回運営委員会（令和 6 年 11 月 8 日） 
   ・ 交通安全キャンペーン（令和 6 年 12 月 9 日） 
   ・ 第 15 回全体会議（令和 7 年 2 月 14 日） 
   ・ 第 34 回運営委員会（令和 7 年 3 月 26 日） 

キ．奥能登支部 
   ・ 第 18 回全体会議（令和 6 年 4 月 18 日）【書面開催】 

 ・ 第 35 回運営委員会（令和 6 年 8 月 7 日） 
・ 第 19 回全体会議・第 36 回運営委員会（令和 6 年 12 月 20 日） 
・ 第 37 回運営委員会（令和 7 年 2 月 28 日）【書面開催】 

 （2）委員会 
 ア．交通・環境対策委員会 

第 154 回委員会（令和 6 年 7 月 2 日）【書面開催】 
・令和 6 年度事故防止大会「第 25 回 SD ラリーコンテスト表彰式・事故防止研修会」

の開催について他 
第 155 回委員会（令和 7 年 2 月 21 日） 
・ 令和 6 年度エコドライブ推進事業所認定について他             

イ．広報委員会 
 第 116 回委員会（令和 6 年 7 月 18 日） 

・業界イメージ向上のための広報活動他 
第 117 回委員会（令和 7 年 2 月 27 日） 
・令和 7 年度広報事業計画について他             

ウ．輸送秩序確立委員会（適正化事業委員会） 
  第 228 回委員会（令和 7 年 1 月 31 日）【書面開催】 

・ 令和 7 年度事業計画について他 
エ．引越委員会 

  第 17 回委員会（令和 6 年 7 月 3 日）【書面開催】 
・ 委員長候補者及び副委員長候補者の選出について他 
第 18 回委員会（令和 7 年 1 月 31 日）【書面開催】 
・ 令和 7 年度事業計画について他 

オ．労働委員会 
  第 35 回委員会（令和 6 年 8 月 8 日） 

・ 令和 6 年度 労働対策に係る事業計画について他 
  第 36 回委員会（令和 7 年 2 月 25 日） 
  ・ 令和 7 年度 労働対策に係る助成事業他 

（3）部会 
ア．路線部会 
・ 第 16 回全体会議（令和 6 年 6 月 27 日） 
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イ．重量部会 
・ 第 10 回全体会議（令和 6 年 12 月 13 日） 

ウ．建設輸送部会 
・ 石川県庁への表敬訪問（令和 6 年 4 月 4 日） 
・ 第 17 回全体会議（令和 6 年 5 月 17 日） 
・ 建設輸送業界の経営健全化に関する要望活動 

（令和 6 年 5 月 16 日、5 月 20 日、7 月 4 日） 
・ 第 8 回正副部会長会議（令和 6 年 9 月 30 日） 
・ 第 9 回正副部会長会議（令和 7 年 3 月 31 日） 

 エ．タンクトラック部会 
・ 第 10 回全体会議（令和 6 年 5 月 22 日） 
・ 満タン＆灯油プラス 1 缶運動（令和 6 年 6 月 20 日） 
・ 第 11 回全体会議（令和 6 年 9 月 6 日） 
・ 危険物荷卸し時相互立会い推進全国一斉キャンペーン（令和6年11月1日～14日） 

オ．青年部会 
・ 北陸信越ブロック青年協議会 視察研修会（令和 6 年 4 月 18 日） 
・ 第 4 回ブロック大会に関するワーキンググループ会議（令和 6 年 4 月 24 日） 
・ 第 13 回全体会議（令和 6 年 4 月 24 日） 
・ 第 26 回正副部会長会議（令和 6 年 5 月 22 日）【Web 開催】 
・ 第 1 回令和 6 年度加賀飛脚再現事業に関するワーキンググループ会議 

（令和 6 年 6 月 7 日） 
・ 第 2 回令和 6 年度加賀飛脚再現事業に関するワーキンググループ会議 

（令和 5 年 6 月 26 日） 
・ 令和 6 年度加賀飛脚再現事業（令和 6 年 6 月 30 日） 
・ 石川県知事へ湯涌温泉氷室氷献上同行（令和 6 年 7 月 1 日） 
・ 金沢市長へ湯涌温泉氷室氷献上同行（令和 6 年 7 月 1 日） 
・ 第 3 回災害支援活動（令和 6 年 7 月 6 日） 
・ 板橋区、文京区、目黒区へ湯涌温泉氷室氷献上同行（令和 6 年 7 月 9、10 日） 
・ 第 27 回正副部会長会議（令和 6 年 7 月 16 日）【Web 開催】 
・ 第 4 回災害支援活動（令和 6 年 8 月 3 日） 
・ 第 5 回ブロック大会に関するワーキンググループ会議（令和 6 年 9 月 3 日） 
・ 令和 7 年度「氷室開き」第 40 回記念「氷室の雪氷」国土交通省贈呈に係る 

打合せ会議（令和 6 年 9 月 20 日） 
・ 第 6 回ブロック大会に関するワーキンググループ会議（令和 6 年 9 月 20 日） 
・ 第 7 回ブロック大会に関するワーキンググループ会議（令和 6 年 10 月 3 日） 
・ 第 8 回ブロック大会に関するワーキンググループ会議（令和 6 年 10 月 9 日） 
・ 令和 6 年度（公社）全日本トラック協会青年部会北陸信越ブロック大会  
                         （令和 6 年 10 月 18 日） 
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・ 第 28 回正副部会長会議（令和 6 年 12 月 12 日）【Web 開催】 
・ 第 29 回正副部会長会議（令和 7 年 1 月 16 日）【Web 開催】 
・ 令和 6 年度（公社）全日本トラック協会青年部会全国大会（令和 7 年 2 月 16 日） 
・ 令和 6 年度第 1 回青年経営者研修会 工場見学会（令和 7 年 3 月 7 日） 
・ 第 30 回正副部会長会議（令和 7 年 3 月 27 日）【Web 開催】 

 

8．その他 

・ 燃料高騰対策本部（重点支援地方交付金等）業務（令和 4 年 3 月 15 日～） 
・ 石川県トラック協会災害対策本部業務（令和 6 年 1 月 1 日～） 
・ 第 29 回全国トラック運送事業者大会出席（令和 6 年 10 月 3 日） 
・ 荷主団体へコンプライアンス確保に向けた要請活動（令和 6 年 11 月 1、6 日） 
・ 令和 7 年度トラック関係施策に関する要望活動（令和 6 年 11 月 27 日） 
・ 令和 6 年度補正予算の成立に踏まえた「重点支援地方交付金」の活用によるトラック 
・ 降雪期における道路交通確保に関する要望活動（令和 6 年 11 月 26 日） 
・ 石川県及び県内自治体へ「重点支援地方交付金」の活用によるトラック運送事業者 

への支援に関する働きかけ（令和 6 年 12 月 24～25 日） 
・ 行政機関・関係団体等が開催する各種行事及び会議に出席 
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現金預金

未収金

貯蔵品

投資有価証券

退職給付引当資産

会館運営積立預金

別途積立金

近代化基金積立

建物

建物附属設備

構築物

車両運搬具

什器備品

土地

保証金

投資有価証券

出資金

預託金

未払金

退職給付引当金（管理）

        流動負債合計

        固定負債合計

1,460,000,000 0 0 0 0 1,460,000,000

56,400,875

Ⅲ　正味財産の部

        負債合計 49,618,704 0 0 275,286 6,506,885

0 0 0 0 6,504,515

0 0 0 0

  １．指定正味財産

0 0 0 0 10,000 10,000

2,543,851,205

        負債及び正味財産合計 2,331,421,817 0 2,679,445 18,402,805 247,748,013 2,600,252,080

        正味財産合計 2,281,803,113 0 2,679,445 18,127,519 241,241,128

2,543,851,205

　　　　（うち基本財産への充当額） (400,000) (0)

　　　　（うち特定資産への充当額） (12,308,893) (0) (0) (0) (170,933,466) (183,242,359)

(0) (0) (0) (400,000)

  ２．一般正味財産 2,281,803,113 0 2,679,445 18,127,519 241,241,128

        指定正味財産合計 0 0

6,504,515

0 0 0 0 6,504,515 6,504,515

  ２．固定負債

49,618,704 0 0 275,286 2,370 49,896,360

49,618,704 0 0 275,286 2,370 49,896,360

  １．流動負債

2,600,252,080

Ⅱ　負債の部

        資産合計 2,331,421,817 0 2,679,445 18,402,805 247,748,013

        固定資産合計 2,189,938,271 0 0 2 171,501,650 2,361,439,923

        その他固定資産合計 2,177,229,378 0 0 2 568,184 2,177,797,564

909,433 0 0 0 541,964 1,451,397

489,748,284 0 0 0 0 489,748,284

4,434,856 0 0 1 0 4,434,857

752,921 0 0 0 0 752,921

7,538,544 0 0 1 0 7,538,545

213,823,080 0 0 0 0 213,823,080

0 0 0 0 31,650,000 31,650,000

183,242,359

12,308,893 0 0 0 12,308,893

    (3) その他固定資産

        特定資産合計 12,308,893 0 0 0 170,933,466

0 0 0 0 132,778,951 132,778,951

0 0 0 0 6,504,515 6,504,515

400,000

    (2) 特定資産

        基本財産合計 400,000 0 0 0 0

400,000 0 0 0 0 400,000

    (1) 基本財産

238,812,157

  ２．固定資産 　

        流動資産合計 141,483,546 0 2,679,445 18,402,803 76,246,363

44,279,091 0 8,500 0 2,427,950 46,715,541

0 0 98,010 0 374,030 472,040

97,204,455 0 2,572,935 18,402,803 73,444,383 191,624,576

  １．流動資産

ﾄﾗｯｸ会館賃貸 その他事業

Ⅰ　資産の部

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

一般社団法人　石川県トラック協会 （単位：円）

科        目 実施事業会計
その他会計

法人会計 合   計
会員の相互扶助

0 0 0 0 10,000 10,000

22,260 0 0 0 6,220 28,480
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Ⅰ　一般正味財産増減の部

  １．経常増減の部

    (1) 経常収益

特定資産運用益

特定資産受取利息

受取入会金

受取入会金

受取会費

事業収益

管理受託料

貸室料

施設使用料

倉庫使用料

駐車料

用紙販売業務料

運管試験料

事務委託料

受取補助金等

補助金等収入

全ト協助成金等収入

雑収益

受取利息

その他収入

雑収益

経常収益計

    (2) 経常費用

事業費

給料手当

陸災防事務費

法定福利費

福利厚生費

会議費

外注費

減価償却費

支部活動費

旅費交通費

通信運搬費

会館管理費

消耗什器備品費

広告宣伝費

図書費

修繕費

印刷製本費

研修費

運行管理者試験業務

光熱水料費

表彰費

賃借料

保険料

事務費

諸謝金

諸会費

租税公課

講習会費

支払負担金

支払助成金

出捐金

部会活動費

委託費

慶弔交際費（事業）

支払利息（事業）

雑費

44,000 0 0 0 0 44,000

1,811,682 0 23,491 3,358,041 0 5,193,214

1,286,938 0 8,810 298,590 0 1,594,338

0 0 0 35,335

963,993 0 0 0 0 963,993

0 35,335

1,798,845 0 0 0 0 1,798,845

68,776,302 0 0 0 0 68,776,302

44,997,430 0 0 0

4,462,157 0 236,996 435,448 0 5,134,601

935,000 0 0 23,000 0 958,000

1,400,016 0 0 0 0 1,400,016

2,937,950 0 0 0 0 2,937,950

1,431,099 0 19,316 19,316 0 1,469,731

486,765 0 2,032 331 0 489,128

3,622,429 2,189,176 0 0 0 5,811,605

3,222,237 0 43,491 639,712 0 3,905,440

606,975 0 0 0 0 606,975

340,104 0 0 0 0 340,104

7,027,190 0 738,210 0 0 7,765,400

3,365,044 0 35,131 461,766 0 3,861,941

0 0 0 42,300 0 42,300

6,700,061 0 1,336 112,436 0 6,813,833

4,162,359 0 29,526 428,943 0 4,620,828

511,399 0 6,902 6,903 0 525,204

4,747,581 0 35,277 138,129 0 4,920,987

3,439,420 0 0 0 0 3,439,420

10,798,161 0 0 0 0 10,798,161

9,746,858 0 0 0 0 9,746,858

526,669 0 0 8,553 0 535,222

642,109 0 0 73,282 0 715,391

8,637,152 0 0 363,802 0 9,000,954

0 0 0 2,992,209 0 2,992,209

41,031,208 0 0 2,888,090 0 43,919,298

[240,618,756] [2,189,176] [1,180,518] [12,326,186] [0] [256,314,636]

232,121,844 0 2,154,996 9,915,700 72,871,312 317,063,852

0 0 0 0 3,722,272 3,722,272

0 0 1,382 0 850 2,232

2,385,104 0 600,900 0 411,500 3,397,504

[2,385,104] [0] [602,282] [0] [4,134,622] [7,122,008]

30,269,508 0 0 0 0 30,269,508

195,641,000 0 0 0 0 195,641,000

[225,910,508] [0] [0] [0] [0] [225,910,508]

0 0 0 3,000,000 0 3,000,000

57,000 0 0 0 0 57,000

0 0 76,770 0 0 76,770

0 0 100,000 0 0 100,000

0 0 420,000 0 0 420,000

0 0 72,000 0 0 72,000

0 0 600,000

[0]

[633,600] [12,159,014]

0 0 883,944 0 0 883,944

[9,915,700]

0 0 0 0

[0]

3,769,232

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

一般社団法人　石川県トラック協会 （単位：円）

科        目 実施事業会計
その他会計

法人会計 合   計
会員の相互扶助 ﾄﾗｯｸ会館賃貸 その他事業

[3,769,232][3,769,232] [0] [0] [0]

3,769,232

[0] [0] [0] [0] [600,000] [600,000]

[67,503,090]

600,000

0 0 0 6,915,700 633,600 7,549,300

[57,000] [0] [1,552,714]

[0] [0] [0] [67,503,090]

0 0

119,000 0 0 0 0 119,000

40,623 0 0 0 0 40,623

0 44,997,430
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管理費

役員報酬

給料手当

法定福利費

福利厚生費

会議費

旅費交通費

通信運搬費

減価償却費

消耗什器備品費

広告宣伝費

図書費

修繕費

会館管理費

印刷製本費

研修費

光熱水料費

賃借料

保険料

慶弔交際費

諸謝金

租税公課

支払負担金

支払寄付金

委託費

雑費

        経常費用計

          評価損益等調整前当期経常増減額

          評価損益等計

          当期経常増減額

  ２．経常外増減の部

    (1) 経常外収益

        経常外収益計

    (2) 経常外費用

        経常外費用計

          当期経常外増減額

他会計振替額

          税引前当期一般正味財産増減額

          法人税、住民税及事業税

          当期一般正味財産増減額

          一般正味財産期首残高

          一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

          当期指定正味財産増減額

          指定正味財産期首残高

          指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

　　　　　固定資産売却益計 0 0 0 0 0 0

　　　　　固定資産売却益 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10,835,528 10,835,528

0 0 0 0 5,600,000 5,600,000

[0] [0] [0] [0] [47,863,089] [47,863,089]

0 0 0 0 5,042,896 5,042,896

△ 8,496,912 △ 2,189,176 974,478 △ 2,410,486 25,008,223 12,886,127

0 0 0 0 0

0 0 0 0 278,292 278,292

0

　　　　　固定資産除却損計

        　固定資産除却損

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 348,080 348,080

0 0 0 0 6,494,758 6,494,758

0 0 0 0 892,505 892,505

2,281,803,113 0 2,679,445 18,127,519 241,241,128 2,543,851,205

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,281,803,113 0 2,679,445 18,127,519 241,241,128 2,543,851,205

2,267,974,062 0 1,872,869 20,191,321 240,997,826 2,531,036,078

[13,829,051] [0] [806,576] [△ 2,063,802] [243,302] [12,815,127]

[0] [0] [0] [0] [71,000] [71,000]

13,829,051 0 806,576 △ 2,063,802 314,302 12,886,127

[22,325,963] [2,189,176] [△ 167,902] [346,684] [△ 24,693,921] [0]

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

△ 8,496,912 △ 2,189,176 974,478 △ 2,410,486 25,008,223 12,886,127

0 0 0 0 0 0

△ 8,496,912 △ 2,189,176 974,478 △ 2,410,486 25,008,223 12,886,127

240,618,756 2,189,176 1,180,518 12,326,186 47,863,089 304,177,725

0 0 0 0 334,389 334,389

0 0 0 0 920,672 920,672

0 0 0 0 872,130 872,130

0 0 0 0 898,700 898,700

0 0 0 0 723,241 723,241

0 0 0 0 3,927,265 3,927,265

0 0 0 0 426,122 426,122

0 0 0 0 2,489,890 2,489,890

0 0 0 0 302,259 302,259

0 0 0 0 537,068 537,068

0 0 0 0 490,676 490,676

0 0 0 0 500,980 500,980

0 0 0 0 564,087 564,087

0 0 0 0 387,116 387,116

2,578,612 2,578,612

0 0 0 0 1,972,764 1,972,764

0 0 0 0 248,381 248,381

科        目 実施事業会計
その他会計

法人会計 合   計
会員の相互扶助 ﾄﾗｯｸ会館賃貸 その他事業

　　　他会計振替前当期一般正味財産増減額

0 0 0 0 196,678 196,678

0 0 0 0
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管理費

役員報酬

給料手当

法定福利費

福利厚生費

会議費

旅費交通費

通信運搬費

減価償却費

消耗什器備品費

広告宣伝費

図書費

修繕費

会館管理費

印刷製本費

研修費

光熱水料費

賃借料

保険料

慶弔交際費

諸謝金

租税公課

支払負担金

支払寄付金

委託費

雑費

        経常費用計

          評価損益等調整前当期経常増減額

          評価損益等計

          当期経常増減額

  ２．経常外増減の部

    (1) 経常外収益

        経常外収益計

    (2) 経常外費用

        経常外費用計

          当期経常外増減額

他会計振替額

          税引前当期一般正味財産増減額

          法人税、住民税及事業税

          当期一般正味財産増減額

          一般正味財産期首残高

          一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

          当期指定正味財産増減額

          指定正味財産期首残高

          指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

　　　　　固定資産売却益計 0 0 0 0 0 0

　　　　　固定資産売却益 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10,835,528 10,835,528

0 0 0 0 5,600,000 5,600,000

[0] [0] [0] [0] [47,863,089] [47,863,089]

0 0 0 0 5,042,896 5,042,896

△ 8,496,912 △ 2,189,176 974,478 △ 2,410,486 25,008,223 12,886,127

0 0 0 0 0

0 0 0 0 278,292 278,292

0

　　　　　固定資産除却損計

        　固定資産除却損

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 348,080 348,080

0 0 0 0 6,494,758 6,494,758

0 0 0 0 892,505 892,505

2,281,803,113 0 2,679,445 18,127,519 241,241,128 2,543,851,205

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,281,803,113 0 2,679,445 18,127,519 241,241,128 2,543,851,205

2,267,974,062 0 1,872,869 20,191,321 240,997,826 2,531,036,078

[13,829,051] [0] [806,576] [△ 2,063,802] [243,302] [12,815,127]

[0] [0] [0] [0] [71,000] [71,000]

13,829,051 0 806,576 △ 2,063,802 314,302 12,886,127

[22,325,963] [2,189,176] [△ 167,902] [346,684] [△ 24,693,921] [0]

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

△ 8,496,912 △ 2,189,176 974,478 △ 2,410,486 25,008,223 12,886,127

0 0 0 0 0 0

△ 8,496,912 △ 2,189,176 974,478 △ 2,410,486 25,008,223 12,886,127

240,618,756 2,189,176 1,180,518 12,326,186 47,863,089 304,177,725

0 0 0 0 334,389 334,389

0 0 0 0 920,672 920,672

0 0 0 0 872,130 872,130

0 0 0 0 898,700 898,700

0 0 0 0 723,241 723,241

0 0 0 0 3,927,265 3,927,265

0 0 0 0 426,122 426,122

0 0 0 0 2,489,890 2,489,890

0 0 0 0 302,259 302,259

0 0 0 0 537,068 537,068

0 0 0 0 490,676 490,676

0 0 0 0 500,980 500,980

0 0 0 0 564,087 564,087

0 0 0 0 387,116 387,116

2,578,612 2,578,612

0 0 0 0 1,972,764 1,972,764

0 0 0 0 248,381 248,381

科        目 実施事業会計
その他会計

法人会計 合   計
会員の相互扶助 ﾄﾗｯｸ会館賃貸 その他事業

　　　他会計振替前当期一般正味財産増減額

0 0 0 0 196,678 196,678

0 0 0 0

　　　継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在していない。

　　     貯蔵品・・・最終仕入原価法によっている。

　　     満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

　　     定率法又は旧定率法によっている。但し、平成19年4月1日以前に取得した建物については旧定額法、以後については定額法、
　　     平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっている。
　　　　 なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価格30万円未満の資産については、取得時に費用処理している。

　　     退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

（単位：円）

    基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

    固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

    満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 （単位：円）

商工中金債　№い840 100.28
商工中金債　№い841 99.9
商工中金債　№い846 99.91
商工中金債　№い847 99.96
商工中金債　№い857 100.07
商工中金債　№い859 100.33
商工中金債　№い864 100.05
商工中金債　№い868 100.07
商工中金債　№い873 100.35
商工中金債　№い880
商工中金債　№い885
商工中金債　№い890
商工中金債　№い891
商工中金債　№い896

（単位：円）
交付者 前期末残高

（公社）全日本トラック協会

0

合      計 161,333,466 22,308,893 0 183,642,359

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産
投 資 有 価 証 券 400,000 0 0 400,000

400,000 0 0 400,000
特定資産

　注　記

１．継続事業の前提に関する注記

２．重要な会計方針

    (1)  棚卸資産の評価基準及び評価方法

    (2)  有価証券の評価基準及び評価方法

科      目 前期末残高 当期増加額

    (3)  固定資産の減価償却の方法

    (4)  引当金の計上基準

    (5)  消費税等の会計処理
　　     消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
    基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

当期減少額 当期末残高

小      計

退 職 給 付 引 当 資 産 6,504,515 0 0 6,504,515
会 館 運 営 積 立 預 金 127,778,951 5,000,000 0 132,778,951
別 途 積 立 金 26,650,000 5,000,000 0 31,650,000

(うち指定正味財 (うち一般正味財 (うち負債に
産からの充当額) 産からの充当額) 対応する額)

近 代 化 基 金 積 立 0 12,308,893 0 12,308,893
小      計 160,933,466 22,308,893 0 183,242,359

（単位：円）

科      目 当期末残高

基本財産
投 資 有 価 証 券 400,000 0 (400,000) -

小      計 400,000 0 400,000 -
特定資産

退 職 給 付 引 当 資 産 6,504,515 - - (6,504,515)
会 館 運 営 積 立 預 金 132,778,951 0 (127,778,951) 0
別 途 積 立 金 31,650,000 0 (26,650,000)

合      計 183,642,359 0 165,951,530

0

小      計 183,242,359 0 165,551,530 6,504,515
近 代 化 基 金 積 立 12,308,893 0 (11,122,579) 0

6,504,515

５．担保に供している資産
　　該当なし。

６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
    (直接法により減価償却を行っている場合)

減価償却累計額 当期末残高

什 器 備 品 25,675,124 21,240,267 4,434,857

建 物 502,685,620 288,862,540 213,823,080
建 物 附 属 設 備 116,397,453 108,858,908 7,538,545

（単位：円）

科      目 取得価額

合      計 762,723,493 534,722,693 228,000,800

車 両 運 搬 具 7,680,190 6,228,793 1,451,397
構 築 物 110,285,106 109,532,185 752,921

39,332,000 △ 668,000

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄 帳簿価額 時    価 評価損益

100,000,000 98,030,000 △ 1,970,000

20,000,000 19,914,000

200,000,000 199,840,000 △ 160,000
140,000,000 139,832,000 △ 168,000

△ 86,000
100,000,000 99,500,000 △ 500,000

当期増加額 当期減少額 当期末残高

10,000,000 9,784,000 △ 216,000

合      計 1,460,000,000 1,438,453,000 △ 21,547,000
△ 644,000

60,000,000 58,374,000 △ 1,626,000
20,000,000 19,446,000 △ 554,000
360,000,000 351,936,000 △ 8,064,000

10,000,000 9,769,000 △ 231,000

280,000,000 275,828,000 △ 4,172,000
40,000,000

貸借対照表上の記載区分

補助金
石川県 0 195,641,000 195,641,000 0 ―

  運輸事業振興事業費補助金

80,000,000 77,512,000 △ 2,488,000
40,000,000 39,356,000

８．補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
　　補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金の名称

0 ―
  全日本トラック協会助成金

合 計 225,910,508 225,910,508 0

助成金
0 30,269,508 30,269,508
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令和７年５月８日



― 35 ―

第２号議案

令和７年度会費の額並びに納入方法（案）の承認に

関する件
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令和 7年度会費の額並びに納入方法（案） 

一般社団法人 石川県トラック協会 
 

 

1．会費の額 
（1） 普通会員 

① 等級割              ② 車両割 
台  数 月 額  区 分 月 額 

0 ～ 10 1,000 円  普通車 420 円 
11 ～ 20 1,200 円  小 型 210 円 
21 ～ 30 1,400 円    
31 ～ 50 1,600 円    
51 ～ 100 1,800 円    

101 以上 2,000 円    
会費は令和 7年 4月 1日及び令和 7年 10月 1日現在の車両数によって算出し、

途中で車両数に増減があった場合においても会費額は変更しないものとする。 

（2） 賛助会員  

年 額 12,000 円 
         

2．納入方法 
（1） 普通会員 

     会費は納入通知書により請求し、3 ヶ月分をつぎの区分により納入するものとする。 
 

 
 
 
 
（2） 賛助会員 

会費は納入通知書により請求し、1年分を6月末日までに納入するものとする。 
 

3．会費納入の基礎となる車両区分 
車両区分は、自動車検査証記載の「自動車の種別」欄の「普通」及び「小型」の

区分による。 
 

月 別    納 入 期 日       月 別     納 入 期 日       

4 月～6 月 3 ヶ月分を 6 月末日まで 10 月～12月 3 ヶ月分を 11 月末日まで

7 月～9 月 3 ヶ月分を 8 月末日まで 1 月～ 3 月 3 ヶ月分を 2 月末日まで 
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第３号議案

令和７年度入会金の額並びに納入方法（案）の承認に

関する件
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令和７年度入会金の額並びに納入方法（案） 

一般社団法人 石川県トラック協会 

 

 1．入会金の額 

（1）普通会員 １事業者     100,000 円    

（2）賛助会員  徴収しない 
  入会後県内に営業所を設置した場合は 100,000 円を徴収する。 

 

 2．納入方法 

    入会金は入会申込みの際納入するものとする。 
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第４号議案

任期満了に伴う役員改選
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報告事項

令和６年度公益目的支出計画

実施報告書等について
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 石 川 県 知 事  

  馳   浩  殿  

 

 

 

                    法人の名称   一般社団法人石川県トラック協会  

                    代表者の氏名  久 安 常 信  

 

 

公益目的支出計画実施報告書等の提出について 

 

 

  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定 

 等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 127 条第 3項の規定により、 

 別紙のとおり令和 6年度（令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月 31 日まで）の公益目的支出計画 

 実施報告書等を提出いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出様式
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【別紙１：法人の基本情報】 

法人コード A021582

１．基本情報 

郵便番号 都道府県 補足住所

920-0226 石川県

代表電話番号 （内線） 　FAX番号 076-239-2287

代表電子メールアドレス

ホームページの有無 有

ホームページアドレス

4月1日 ～ 3月31日

事業の概要

フリガナ

法人の名称

主たる事務所の住所及び連絡先

住所

代表者の氏名

一般社団法人石川県トラック協会

イッパンシャダンホウジンイシカワケントラックキョウカイ

金沢市粟崎町四丁目84番地10

市町村丁番地等

076-239-2511

　amada@ishitokyo.or.jp/okumura@ishitokyo.or.jp

国民生活や経済活動を支えるトラック運送事業の健全な発達を促進し、物資の安定
供給を図るため、輸送の安全性の確保、環境保全、地球温暖化対策、輸送秩序対
策、労働者対策のための調査研究、助成等を実施している。

　https://www.ishitokyo.or.jp/

　久安常信　

事業年度
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【別紙１：法人の基本情報】 

法人コード A021582

１．基本情報 

郵便番号 都道府県 補足住所

920-0226 石川県

代表電話番号 （内線） 　FAX番号 076-239-2287

代表電子メールアドレス

ホームページの有無 有

ホームページアドレス

4月1日 ～ 3月31日

事業の概要

フリガナ

法人の名称

主たる事務所の住所及び連絡先

住所

代表者の氏名

一般社団法人石川県トラック協会

イッパンシャダンホウジンイシカワケントラックキョウカイ

金沢市粟崎町四丁目84番地10

市町村丁番地等

076-239-2511

　amada@ishitokyo.or.jp/okumura@ishitokyo.or.jp

国民生活や経済活動を支えるトラック運送事業の健全な発達を促進し、物資の安定
供給を図るため、輸送の安全性の確保、環境保全、地球温暖化対策、輸送秩序対
策、労働者対策のための調査研究、助成等を実施している。

　https://www.ishitokyo.or.jp/

　久安常信　

事業年度

【 令和６年度（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）の概要】

円

円

円

円

円

円

【公益目的支出計画の状況】

2,134,052,335 円 2,134,052,335 円 2,134,052,335 円 2,134,052,335 円 2,134,052,335 円

319,773,544 円 129,377,119 円 344,580,544 円 137,874,031 円 369,387,544 円

230,000,000 円 290,157,755 円 230,000,000 円 240,618,756 円 230,000,000 円

205,193,000 円 225,730,611 円 205,193,000 円 232,121,844 円 205,193,000 円

1,814,278,791 円 2,004,675,216 円 1,789,471,791 円 1,996,178,304 円 1,764,664,791 円

※前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。

【別紙２：公益目的支出計画実施報告書】

２．公益目的支出計画実施報告書

公益目的財産額

公益目的財産残額

実施事業収入の額

公益目的支出の額

公益目的収支差額

４．２の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由
注

計画作成時点の見込みに比べ、継１における実施事業支出の額及び実施事業収入の額が見込額より上回ったた
め、当該事業年度末日の公益目的収支差額が計画における見込額を下回ったものである。今のところ、実施期間に
関しては影響がないと考える。

計画

前事業年度 当該事業年度 翌事業年度

計画 実績 計画 実績

注：詳細は、別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください。

１．公益目的財産額

２．当該事業年度の公益目的収支差額（①＋②－③）

1,996,178,304３．当該事業年度末日の公益目的財産残額

③当該事業年度の実施事業収入の額

②当該事業年度の公益目的支出の額

129,377,119

240,618,756

232,121,844

2,134,052,335

①前事業年度末日の公益目的収支差額

137,874,031

公益目的支出計画の
完了予定事業年度の末日

①.計画上の完了見込

②.①より早まる見込みの場合

令和80年3月31日
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 (2)〔公益目的支出計画実施報告書〕 

【実施事業（継続事業）の状況等】                               

 
事業番号 事業の内容 

継１ 国民生活や経済活動を支えるトラック運送事業の健全な発達を促進し、物資の安定供給を図るための事業 

 
（１）計画記載事項（平成２５年４月２２日法人移行時の事業概要） 

事業の概要 

 

（事業の趣旨） 

 本事業は、貨物自動車運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保することによって、事業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉 

 に寄与するとともに、事業の社会的、経済的地位の向上を図ることを目的とする。 

（事業をまとめた理由） 

 各事業は、いずれも貨物自動車運送事業の健全発展の促進に関する事業として、共通の目的を達成する手段と位置づけられることから 

 一つにまとめる。 

（事業の内容） 

（１）交通事故並びに労働災害防止事業 

・内容：交通事故・労働災害の撲滅に努め、運行管理の徹底、作業の安全確保等の充実を図るなど次の諸事業を実施する。 

（活動内容） 

１.関係法令の遵守、安全輸送の確立、事故防止に向けた各種啓発事業を推進する。 

２. 「飲酒運転防止対策マニュアル」に基づいた、飲酒運転に対する意識改革や点呼時におけるアルコール検知器の使用を促進する。 

３.運輸安全マネジメントの導入を促進する。 

４.安全意識の高揚、運転技能の向上を図るためＳＤラリーコンテスト、ドライバーコンテスト等を実施する。 

５.衝突被害軽減ブレーキ装置及び安全装置等導入に対する助成を行う。 

６.運送事業者が実施した安全教育訓練に対する助成を行う。 

７.春･秋など各季交通安全運動に積極的に参加し、年末年始の輸送繁忙期に「正しい運転・明るい輸送運動」を展開する。 

８.運転者適性診断の受診に対する助成や可搬型運転操作検査機器の活用を促進する。 

９.過労運転、過積載運行、最高速度違反行為等の悪質違反の撲滅に努め、悪質違反事案発生事業所に対する指導をする。 

10.機関紙やポスター、リーフレット等による啓発活動による労災事故撲滅運動を推進する。 

11.睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）に関して検査受診の費用の一部助成。 

12.社会保険未加入事業者の一掃に向けての指導及び啓発活動を推進する。 

13.過重労働による健康障害防止対策、新型インフルエンザ対策、労災保険収支改善対策を推進する。 

（２）環境問題対策事業 

・内容：地球温暖化防止等、環境保全を図る観点から省エネ運転などエコドライブの推進及び低公害車導入等の各種対策を重点に次の諸 

    事業を実施する。 

（活動内容） 

1.トラック運送業界における環境・省エネ対策を推進する。 

2.各都府県の環境規制に対応するためポスト新長期規制適合車導入促進のための支援策を講ずる。 

3.「エコドライブ推進運動」を実施する。 

4.安全意識と省エネ運転技能向上を図るため省エネ走行研修を実施する。 

5.ＣＯ２削減等を推進するため次の助成事業を実施する。 

 ・エコタイヤ・再生タイヤ導入促進助成事業 

 ・ＥＭＳ・ドライブレコーダ導入促進助成事業 

 ・ＣＮＧハイブリッド自動車等低公害車導入助成事業 

 ・アイドリングストップの徹底を図るアイドリングストップ支援機器導入助成事業 

6.「グリーン経営認証制度」の普及を促進する。 

7.その他環境問題に関する広報啓発活動を実施する。 

8.物流効率化に資するための施設の整備をはじめ、事業の近代化・合理化のための設備投資に対し、中央近代化基金事業と連携して地方 

 近代化基金による融資の斡旋及び利子補給を行う。 

9.ポスト新長期導入や EMS 機器導入に関する融資の利子補給助成を行う。 

（３）貨物自動車運送適正化事業 

・内容：事故防止・安全対策に関する指導内容の充実強化、運輸安全マネジメント導入の積極的な推進及び経営者・運行管理者等に対する

    広報啓発活動など、次の諸事業を実施する。 

（活動内容） 

1.適正化事業実施機関の事業活動を効果的に推進するため指導体制の強化を図り、地方評議委員会の適切な運営に努める。 

2.適正な運送取引の確保並びに輸送秩序を阻害する行為の防止対策を推進するとともに関係機関との連携を密にして違法行為の排除に取 

 り組む。 

3.巡回指導の公正かつ着実な実施に努め、特に新規事業者や改善が図られない事業者など、優先度に応じた指導を厳正に行い業界全体の 

 底上げを図る。 

4.運輸安全マネジメント導入に係る指導と効果的な推進を図る。 

5.貨物自動車運送事業安全性評価事業（Ｇマーク制度）の円滑な推進を図る。 

6.貨物自動車運送事業関係法令等の遵守に資するための各種パンフレット等を作成し、周知徹底を図る。 

7.社会保険等の未加入者等に対する指導並びに社会保険制度に関する法的義務の周知徹底、啓発活動を推進する。 

（４）経営対策事業 

・内容：めまぐるしく変化する環境に的確に対応するため、中小トラック運送事業者の原価意識の向上、原価管理の徹底等による経営体質

    の改善を図ることを重点に次の諸事業を実施する。 
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（活動内容） 

1.コストに見合った再生産可能な適正運賃の理解促進、標準運賃の活用、独占禁止法特殊指定の積極的な活用を促進する。 

2.荷主団体等に対するトラック運送事業における軽油価格変動や景気の後退等による深刻な状況の理解促進等を要請する。 

3.トラック運送業における燃料サーチャージガイドライン、下請・荷主適正取引推進ガイドラインについて積極的活用を図る。 

4.原価管理の徹底等による経営体質の改善策を推進する。 

5.荷主等とのパートナーシップの確立のための諸対策を図る。 

6.荷待ち時間の短縮、荷役作業、車上渡し等無償の商習慣、有料道路料金の別建収受等の見直しのため諸対策を推進する。 

7.経営基盤を強化し、めまぐるしく変化する環境に的確に対応するため、経営改善事業に係る研修等を行う。 

8.軽油引取税をはじめとする自動車関係諸税の負担軽減及び簡素化に向けて、引き続き全ト協や自動車関係団体と緊密に連携しつつ強力 

 な要望・陳情活動を展開する。 

9.各種関係諸税の増税に反対するとともに、事業基盤強化対策税制の拡充及び優遇措置の創設、延長等を要望する。 

10.軽油価格変動に伴うトラック運送業界への影響について適正な把握に努める。 

11.軽油価格改定の動向について調査収集し、会員事業者に対する情報提供に努める。 

12.軽油燃料価格高騰等における、ライフラインとしての営業用車両への優先供給、価格安定策等各種施策を関係機関と協力して要望する。

13.燃料サーチャージガイドラインの積極的活用を推進する。 

14.各高速道路の通行料金の引き下げと営業車を対象にした各種特別割引制度等の拡充を関係方面に要望する。 

15.経営の安定に資するため、金融機関からのセーフティネット関連保証融資に対する緊急金融支援利子補給助成を行う。 

16.貸し渋り等、金融の円滑化に資するため、運転資金等の調達に要する信用保証協会の保証料に対する助成を行う。 

（５）労働対策事業 

・内容：労働環境の改善を図るため、労働時間の短縮、人材育成・人材確保、労働対策等、次の諸事業を実施する。 

（活動内容） 

1.大型・中型免許保有者の確保対策、若年労働者の採用等、少子化高齢化による将来の労働者の確保など雇用対策の諸課題に対応するため、

 広報啓発活動や助成事業を推進する。 

2.その他トラック運送業界にかかる当面の労働問題に関する広報啓発活動を推進する。 

3.中型免許を含む規制の再評価と普通免許における運転可能な車両総重量制限の緩和（範囲の拡大）に向けた取組みを推進する。 

4.経営の合理化・輸送サービス向上のため人材育成の各種研修の助成を行う。 

（６）広報対策事業 

・内容：トラック運送業界の社会的地位の向上と、トラック運送についての正しい理解を得るために、次の諸事業を実施する。 

（活動内容） 

1.テレビ・ラジオ・新聞・交通広告等の各種広報媒体等を活用し、荷主、一般消費者をはじめトラック運送業界内外に対する「トラック 

 運送業界の現状と活動」等の広報活動を実施する。 

2.トラック運送事業の社会的地位の向上を図るため、10 月 9 日を中心に「トラックの日」等の各種行事を推進し、幅広い広報活動を実施

 する。 

3.関係機関・団体等が主催する交通安全活動、その他社会奉仕活動等に積極的に参加し、社会との共生を図るとともに、トラック運送事 

 業の社会的使命の広報に努める。 

4.機関誌「トラックのひろば」･「ホームページ」･「緊急通報」･「交通事故防止情報」等を活用し、会員事業者に対する情報提供を行う。

（７）緊急・救援輸送対策 

・内容：災害発生時に緊急救援物資を的確に輸送できるように、救援物資輸送体制を確立するとともに、関係機関との連携のもと、平常時

    の救援物資等の維持管理及び防災訓練等を実施する。 

（活動内容） 

1.大規模災害時における緊急救援物資輸送体制の整備促進を図る。 

2.緊急時の道路通行、燃料供給等について必要な情報提供に努める。 

3.緊急救援物資を適確に輸送できるよう、石川県が主催する防災訓練に参加する。 

4.自然災害等で傷病者が発生した場合に自主的な救護活動や適切な応急手当ができるよう救命救急法の知識と技術を身につけるための講 

 習を行う。 

（財源） 

いずれも会費、補助金、特定資産の運用益を財源とする。 

（１）当該事業に係る公益目的支出の見込額 230,000,000 円 

（２）当該事業に係る実施事業収入の見込額 205,193,000 円 

 

（２）当該事業年度の実施状況 
事業の実施状況について 

 

（１）交通事故並びに労働災害防止事業 

交通事故・労働災害の撲滅に努め、運行管理の徹底、作業の安全確保等の充実を図るため、以下の事業を実施した。 

 

１．関係法令の遵守、安全輸送の確立、事故防止に向けた各種啓発事業の推進 

○交通事故ゼロを目指すために「トラック事業における事業用自動車総合プラン」の目標達成に努めたほか、以下の講習会等を実施

した。 

・プラン 2025 目標達成フルセミナー     実施日 ： 令和 6 年 6 月 20 日    場所 ： 石川県トラック会館 

・車輪脱落事故防止及びチェーン着脱講習会  実施日 ： 令和 6 年 10 月 8日    場所 ： 石川県トラック会館 

・事故防止研修会              実施日 ： 令和 6 年 11 月 20 日    場所 ： 石川県トラック会館 

・初任運転者指導教育に係る eラーニング   実施期間： 通年 

２．追突事故及び交差点、高速道路における事故防止等対策の推進 

○公益社団法人全日本トラック協会が作成した「トラック交差点事故防止マニュアル」、「トラック追突事故防止マニュアル」、「ド

ライブレコーダーマニュアル」等を通じて、交通事故防止の意識の高揚を図った。 

○ホームページを活用し安全対策 e ラーニングの運営及び死傷事故・危険箇所マップ（石川県内版）を掲載した。 

○事故防止等教育用ＤＶＤ及び事業用トラックドライバー研修テキストの貸出を行った。 

３．特殊車両通行許可制度の遵守の徹底 

○特殊車両にかかる法令遵守等を図るため、許可条件違反への対応等関係法令について周知を図った。また、特殊車両通行許可及び
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基準緩和自動車認定等について、全ト協と連携し、関係行政に対し要望を行った。 

○「重要物流道路」の更なる拡充や機能強化の推進を図るため、全ト協と連携し、関係行政に対し要望を行った。 

○「特殊車両通行確認制度」について周知を図った。 

４．降雪期における安全運行の推進 

○降雪期における安全運行の徹底を図るため、安全運転指導及び啓発活動を実施したほか、道路除排雪、凍結対策及び無装備車両（冬

用タイヤ、チェーンの装着）の乗入れに対する指導強化について道路管理者等に要望活動を行った。 

・啓発活動 実施日 ： 令和 6 年 11 月 5日    場所 ： 金沢トラックステーション 

・要望活動 実施日 ： 令和 6 年 11 月 26 日    場所 ： 石川県トラック会館・石川県警察本部 

   ○異常気象時における輸送の安全確保を図るため、荷主団体に対して輸送依頼抑制の協力を求めた。 

・協力依頼 実施日 ： 令和 6 年 11 月 1日    場所 ： 荷主団体 4団体 

５．「運輸安全マネジメント」の普及拡大 

○運輸安全マネジメントについて、一層の定着と取り組みの深度化、高度化を図るため、官民一体で取り組む普及・啓発活動を推進

した。また、講習会受講に対する助成を行った。 

・実施時期 ： 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7年 2 月 28 日 助成実施数 ： 1 名 

６．ドライブレコーダー等安全対策機器の普及促進 

○ドライブレコーダー等安全対策機器を一層普及させるため、その導入に対する助成を行った。 

・実施時期 ： 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7年 2 月 28 日 

・助成実施数： ドライブレコーダー 190 台、安全装置 227 台 

○「ＷＥＢ版ヒヤリハット集」の充実を図り、危険予知訓練（ＫＹＴ）の取り組みを促進した。 

７．ＳＤラリーコンテスト、ドライバーコンテストの実施 

○安全意識の高揚、運転技能の向上を図るため、以下のコンテストを実施した。 

・ＳＤラリーコンテスト 実施期間： 令和 6年 7 月 2 日から 10 月 9 日 

表彰式 ： 令和 6 年 11 月 20 日    場所 ： 石川県トラック会館 

・ドライバーコンテスト 実施日 ： 令和 6年 6 月 15 日    場所 ： 石川県運転免許センター 

８．運行管理者、ドライバー等に対する講習等に対する助成事業 

○運行管理者・整備管理者及びドライバー等の安全教育訓練実施への助成及び運転者の適性診断の受診、運転記録証明証取得の助成

を行った。 

 ・運行管理者一般講習   実施時期 ： 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 2 月 28 日  助成実施数 ： 601 名 

・安全教育訓練     実施時期 ： 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 2 月 28 日  助成実施数 ： 3 名 

・適性診断       実施時期 ： 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 2 月 28 日 

助成実施数 ： 一般診断 994 人 、初任診断 923 人 、適齢診断 266 人 

・運転記録証明     実施時期 ： 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 2 月 28 日  助成実施数 ： 6,194 人  

９．労働災害防止、荷主対策の推進 

○労働災害の 7 割は荷役作業で発生しているため、安全ガイドラインの周知を図り、荷主団体等に対し労災事故防止に関する以下の

協力を求めたほか、陸運労災防止協会と連携し労災事故防止対策を推進した。また、荷主の庭先での荷役作業について、責任の所在

の明確化に向けて、基本契約や書面化の対応について推進した 

・協力要請日： 令和 6 年 11 月 1 日、11 月 6日  要請先 ： 荷主団体等 4 団体 

○トラック荷台への昇降時の労働災害を防ぐために転落防止用荷台昇降設備導入促進助成を行った。（能登半島地震による特例措置）

・実施時期 ： 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7年 2 月 28 日 助成実施数 ： 昇降設備 24 台 

10．駐車場の確保及び環境保全対策 

○ドライバーが計画通り運行し、安心して休息を確保できるよう、高速道路のＳＡ・ＰＡ、道の駅における駐車スペースの整備・拡

充について、全ト協と連携し関係機関に対する要望を行った。 

11．健康状態に起因する事故防止対策と定期健康診断の受診促進及びメンタルヘルス対策の推進 

○健康状態を起因する事故防止のため、「健康起因事故防止マニュアル」を活用した事故防止対策や定期健康診断及び脳健診（脳ド

ック・脳ＭＲＩ）の受診に対する助成、血圧計に対する助成を行った。また、定期健康診断の受診率の向上と有所見率の低下に向け

た対策やメンタルヘルス対策強化について普及・啓発を図った。 

・定期健康診断     実施時期：令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 2 月 28 日   助成実施数 ： 5,894 人 

・脳健診        実施時期：令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 2 月 28 日   助成実施数 ： 39 名 

・集団健診の機会創出  実施日 ：令和 6 年 4 月 6 日、5 月 18 日   場所 ： 石川県トラック会館 

            実施日 ：令和 6 年 10 月 5 日、10 月 19 日     場所 ： 石川県トラック会館 

12．睡眠時無呼吸症候群(ＳＡＳ)対策及び新型インフルエンザ対策の推進 

○トラックドライバーの睡眠時無呼吸症候群(ＳＡＳ)スクリーニング検査に対する助成を行った。 

・実施時期： 令和 6 年 4月 1日から令和 7 年 2 月 28 日  助成実施数 ： 834 人 

○「運輸ヘルスケアナビシステム」の活用・導入を推進した。 

13．改善基準告示労働関係法令への対応 

○トラックドライバーの拘束時間、運転時間、運行、作業実態を把握し、各種対策を検討した。 

  ・改善基準告示解説セミナー 実施日 ：令和 6 年 8月 22 日  場所 ： 石川県トラック会館 

○過重労働や健康障害を防止するため、トラック運送業における過労死等防止対策及び健康起因事故防止対策等をテーマにセミナー

を開催した。 

・過労死防止対策セミナー  実施日 ：令和 6 年 11 月 6日  場所 ： 石川県トラック会館 

・健康管理セミナー     実施日 ：令和 6 年 12 月 6日  場所 ： 石川県トラック会館 

 14.飲酒運転の根絶に向けた取り組みの強化 

  ○運転者等に対するアルコール検知器の携行、酒気帯びの有無の測定方法及び測定結果の確実な報告等について指導を徹底し、飲酒運

転根絶意識の向上を図るため、ＩＴ点呼に使用する携帯型アルコール検知器導入助成を行った。 

 

（２）環境問題対策事業 

地球温暖化防止等、環境保全を図る観点から省エネ運転等エコドライブの推進及び環境対応車導入等の各種対策を重点に次の諸事業

を実施した。 

 

１．環境・省エネ対策の推進及び啓発 

○トラック運送業界における環境・省エネ対策を積極的かつ継続的に推進することにより社会との共生を図った。 

○環境と安全に配慮したエコドライブを推進するため、年間を通じて「エコドライブ推進運動」を展開し、燃費改善に向けた取り組

みを実施した 61 事業所にエコドライブ推進事業所認定証を交付した。 

○安全意識と省エネ運転技能向上を図るため実践的な省エネ走行研修を行った。 
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  ・実施日 ： 令和 6年 5月 31 日、6 月 1日  場所 ： 中部トラック総合研修センター 

○「環境ビジョン 2030」の取り組みの一環としてごみのポイ捨て対策のチラシを作成し、キャンペーン等で配布した。 

  ・ゴミの持ち帰りキャンペーン 実施日 ： 令和 6年 5月 27 日  場所： 金沢トラックステーション 

２．エコドライブの徹底に向けたＥＭＳ機器等の導入及びアイドリングストップ支援装置の普及促進 

○燃料消費量の削減効果が高いＥＭＳ機器等の導入に対する助成を行った。 

・実施時期： 令和 6 年 4月 1日から令和 7 年 2 月 28 日  助成実施数 ： 72 台 

○アイドリングストップ支援機器導入助成事業を促進するための助成を行った。 

・実施時期： 令和 6 年 4月 1日から令和 7 年 2 月 28 日  助成実施数 ： 23 台 

３．ＮＧⅤ車等環境対応車の普及促進 

○環境対応車であるＮＧＶ及びハイブリッド車の普及促進するための助成を行った。 

○ＮＯｘ・ＰＭ等の排出ガスを削減するため、ポスト新長期規制適合車への代替等に対して、近代化基金融資による融資の利子補給

を行った。 

・実施時期： 令和 6 年 4月 1日から令和 7 年 3 月 31 日  利子補給実施数 ： 16 台 

４．エコタイヤ・再生タイヤの導入促進 

○エコタイヤ・再生タイヤの導入促進を図るため助成を行った。 

・実施時期 ： 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7年 2 月 28 日  助成実施数： エコタイヤ 8,955 本、再生タイヤ 4,758 本 

５．「グリ－ン経営認証制度」の普及促進を図った。 

 

（３）貨物自動車運送適正化事業 

事故防止・安全対策に関する指導内容の充実強化、運輸安全マネジメント導入の積極的な推進及び経営者・運行管理者等に対する広報

啓発活動など、次の諸事業を実施した。 

 

１．適正化事業実施機関の事業活動を効果的に推進するため指導体制の強化及び地方評議委員会の適切な運営 

○適正化事業指導員の専任化、巡回率向上を図るための指導体制の強化を図り、また、地方評議委員会の適切な運営に努めた。 

  ・評議委員会 実施日 ： 令和 6 年 4 月 18 日、令和 7 年 3 月 21 日  場所 ： ホテル日航金沢 

○運輸局・運輸支局との連携の強化を図った。 

２．事故防止・安全対策等の指導内容の充実強化及び事業者・運行管理者等に対する積極的な広報啓発活動の推進 

○巡回指導については、新規事業者、小規模事業者など優先度に応じた指導内容及び巡回頻度とし、効果的・効率的に推進した。 

○巡回指導における評価が厳正・公平に行われるよう、巡回指導指針及び巡回指導マニュアルに基づき、最重点指導項目をはじめと

した項目について、適切に指導を実施した。 

・巡回指導件数：263 件 

○乗務時間等告示違反、営業所への特別巡回指導や悪質性の高い違反項目に係る速報制度を円滑に推進する等、国土交通省との連携

の更なる強化を図った。また、自動車の適正な点検・整備及び不正改造防止に関して国土交通省の運動と連携し、指導を強化した。

○事業者・運行管理者等に対して、法令遵守を初めとする広報啓発活動を積極的に推進した。 

３．社会保険等の未加入及び未納付事業者に対する指導、社会保険制度等に関する法的義務の周知徹底、啓発活動の推進 

○巡回指導等を通じ社会保険制度等の加入及び納付について、周知及び法的義務の履行の徹底を図った。 

４．適正化事業指導員に係る研修事業の充実並びに資質の向上 

○運輸局・運輸支局と連携強化を目的とした官民合同の地方ブロック研修等に参加し、ブロック内における指導内容の均一化を図っ

た。 

 ・実施日 ： 令和 6 年 11 月 11 日  場所 ： 新潟グランドホテル  

○小規模グループ研修の受講により専門的知識の習得や指導能力の向上を図った。 

 ・実施日 ： 令和 6 年 8 月 5 日から令和 6年 8 月 6 日    場所 ： 金沢ニューグランドホテル 

５．安全性評価事業(Ｇマーク制度)の積極的な推進及び内外に対する広報啓発活動の展開 

○「貨物自動車運送事業安全性評価事業(Ｇマーク制度)」について、全ト協と連携し、申請案内の動画配信を行ったほか、トラック

会館内に相談所を設置する等円滑な推進を図った。 

 ・実施時期 ： 令和 6年 5月 7 日から令和 6 年 6 月 28 日  場所 ： 石川県トラック会館 

○荷主企業や一般消費者に対するＧマーク制度の更なる知名度アップを図るため、認定事業者にＧマークステッカーを配布したほか、

屋外広告やＧマークラッピングトラックを走行させる等､広報啓発活動を積極的に展開した。 

   ○長期間に亘り、安全性優良事業所の認定を受け、安全対策に顕著な功績が認められる事業所を安全性優良事業所表彰候補として運

輸局等へ推薦した。 

 

（４）経営対策事業 

めまぐるしく変化する環境に的確に対応するため、中小トラック運送事業者の原価意識の向上、原価管理の徹底等による経営体質の

改善を図ることを重点に次の諸事業を実施した。 

 

１．貨物自動車運送事業法に係る対応 

○令和 7 年 4 月 1 日に施行される改正貨物自動車運送事業法について周知を図るため、説明会を実施したほか、改正法の施行に伴う

対応を図った。 

  ・改正物流法に関する説明会    実施日 ： 令和 7年 3 月 24 日   場所 ： 石川県トラック会館 

２．原価・コスト管理の徹底による経営基盤強化対策の推進 

○運送事業者の原価意識の向上、原価管理の徹底等による経営体質の改善等事業者の業務形態にあわせたセミナーを実施した。また、

物流効率化に資するための施設の整備をはじめ、事業の近代化・合理化のための設備投資に対し、中央近代化基金事業と連携し地方

近代化基金による融資の斡旋及び利子補給を行った。 

・「標準的な運賃」活用セミナー  実施日 ： 令和 6年 11 月 26 日  場所 ： 石川県トラック会館 

・近代化基金融資         実施時期： 令和 6年 4月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日  利子補給実施数： 1 件 

   ○信用保証協会のセーフティネット保証等の保証を受ける際に支払う保証料の助成を行った。 

     ・実施期間： 令和 6年 4 月 1 日から令和 7 年 2月 28 日  助成実施数 ： 4 件 

３．再生産可能な適正運賃収受に向けた荷主への理解促進 

○再生産可能な適正運賃収受に向けた理解促進を図った。 

４．独占禁止法特殊指定の積極的な活用の促進 

○独占禁止法特殊指定の積極的な活用を促進した。 

５．荷主とトラック運送事業者とのパートナーシップの確立 

○下請・荷主適正取引推進ガイドラインの積極的活用等荷主とトラック運送事業者とのパートナーシップの確立を推進した。 

６．トラック運送業における契約の書面化の推進 
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○全ト協と連携し、基本契約の締結や書面化の必要性、下請・荷主適正取引ガイドラインを会員事業者に周知するなど対応を図った。

７．軽油引取税の当分の間税率(旧暫定税率)の廃止 

○一般財源化により課税根拠を失った当分の間税率(旧暫定税率)の廃止に向けて、全ト協及び自動車関係団体と連携を図り、要望・

陳情活動を展開した。 

８．石油製品価格動向調査及び燃料価格等の分析の実施 

○軽油価格改定の動向について調査・情報収集し、会員事業者に対する情報提供に努めた。 

９．燃料価格高騰における各種対策及び燃料サーチャージガイドラインの積極的な推進 

○トラック輸送業における燃料サーチャージガイドライン、下請・荷主適正取引推進ガイドラインについて積極的な活用の推進を図

った。 

○燃料価格高騰及び人件費の上昇に係る荷主向けテレビＣＭを制作・放送し、下請法で禁止されている「買いたたき」に対する周知

を図るとともに、運送事業者と荷主との取引環境の整備に努めた。また、県等へ業界の窮状を訴えるとともに直面する経営危機に緊

急対策を求める要望活動を実施した。 

  ・テレビＣＭ実施日 ： 令和 6 年 11 月 21 日から令和 7年 1 月 31 日 

・要望活動実施日  ： 令和 6 年 12 月 25 日 

10．アイドリングストップの徹底 

○燃料費対策の一環として、アイドリングストップステッカーを配布するなどドライバーに対し、駐停車時のアイドリングストップ

の徹底を図った。 

11．自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 

○自動車関係諸税の簡素化及び負担軽減に向けて、全ト協及び自動車関係団体と連携を図り、要望活動を行った。 

○公共的物流サービスを担う営業用トラックに対する新たな負担増を阻止するべく要望・陳情活動を展開した。  

12．高速道路通行料金の大口・多頻度割引の実質 50％以上の割引の拡充並びに道路の積極的な活用に向けた諸対策の実現 

○料金水準の引下げ、大口・多頻度割引の実質 50％以上の割引の拡充など更なる割引制度の充実に向けて、要望活動を展開した。 

○輸送時間の短縮、定時制の確保、物流効率化による経済活動の活性化等高速道路の持つ効果が最大限発揮されるよう、高速道路ネ

ットワークの整備・充実やミッシングリンクの解消のほか、暫定 2 車線の 4 車線化など安全対策及び渋滞対策の推進に向けて、要

望活動を展開した。 

○大型トラックが特殊車両通行許可不要でスムーズに走行できる環境の実現に向けて重要物流道路の追加指定及び指定された区間の

道路整備が早期完成・共用されるよう全ト協と連携を図り、要望活動を行った。 

13．業務の効率化・輸送品質の向上の推進 

○運送事業者に対する情報化支援を図り、業務の効率化、輸送品質の向上を推進するため、IT 機器類の活用事例を紹介するセミナー

を開催した。 

 ・中小トラック運送事業者のための DX 推進セミナー  実施日 ： 令和 6年 12 月 4日  場所 ： 石川県トラック会館 

14．標準貨物自動車運送約款の浸透等による適正な運賃・料金収受の推進 

○標準貨物自動車運送約款、契約の書面化及び下請・荷主適正取引推進ガイドラインについて周知・定着を図った。 

   ○標準的な運賃の告示制度の普及促進を図るため、パンフレットの配布やセミナーの開催を行った。 

    ・価格転嫁に向けた運賃交渉等相談会 実施日 ： 令和 6 年 9 月 26 日、10 月 30 日、11 月 13 日 場所 ： 石川県トラック会館 

    ・「標準的な運賃」活用セミナー   実施日 ： 令和 6 年 11 月 26 日  場所 ：石川県トラック会館 

 15. 中継輸送の実現に向けた対応及びスワップボディ車両等の普及 

   ○国土交通省の「中継輸送実施の手引き」や「スワップボディコンテナ車両活用促進に向けたガイドライン」の周知を図った。 

 16. ホワイト物流推進運動など荷主との連携による生産性向上に向けた取り組みの実施 

   ○「取引環境と長時間労働改善に向けたガイドライン」について普及促進を図り、引き続き荷主とトラック運送事業者による生産性

向上に向けた取り組みに、積極的な対応を図った。 

○「ホワイト物流」推進運動について周知するとともに理解促進を図った。 

 

（５）労働対策事業 

労働環境の改善を図るため、労働時間の短縮、人材育成・人材確保、労働対策等、次の諸事業を実施した。 

 

１．経営の合理化・輸送サービス改善に対する人材育成のための各種研修等の推進 

○経営の合理化・輸送サービス改善に対する人材育成のための各種研修等の助成を行った。 

  ・中小企業大学校  実施時期： 令和 6年 4 月 1 日から令和 7 年 2月 28 日  助成実施数： 3 名 

○事業後継者並びに青年経営者を育成するため、青年部会において実践に即した研修事業を実施した。 

  ・青年経営者研修会 実施日 ： 令和 7年 3 月 7 日    場所 ： ㈱トランテックス本社工場 

２．若年労働者、女性及び高齢者の採用等少子高齢化に対応した労働力の確保対策の推進 

○若年労働者の採用等労働力の確保対策のため、トラックドライバー等従業員の雇用面の現状、課題の把握に努めるとともにインタ

ーネットや情報誌等を活用し、若年労働者のトラック業界への関心を喚起した。 

○若年者、女性及び高齢者の採用育成方法・定着に向けた職場環境の整備等をテーマに人材確保セミナーや説明会を実施した。 

・トラック運送事業者のための人材確保セミナー   実施日 ： 令和 6 年 10 月 22 日  場所 ： 石川県トラック会館 

○少子高齢化に対応した若年労働者の採用を確保する為､大型・中型・けん引・準中型免許取得、限定解除、受験資格特例教習受講に

係る費用に対する支援を行った。 

・実施時期 ：令和 6 年 4月 1日から令和 7 年 2 月 28 日 

・助成実施数：大型 64 名 中型 31 名 けん引 13 名 準中型 2 名 限定解除（8 ﾄﾝ）14 名 限定解除（5 ﾄﾝ）2名 

       特例教習 1名 

３．人材確保対策の積極的な推進 

○高等学校、大学に対し、業界の理解促進及び免許制度の変更内容等の情報を提供するなど、運転者不足解消に向けた諸施策を実施

した。また、全日本トラック協会とともに求人情報サイトを構築した他、ハローワークと協力し、求人中の会員事業所と求職者のマ

ッチングの機会を提供し会員事業者の人材確保の支援を図った。 

・人材確保に係る企業合同説明会   実施日： 令和 7年 2月 20 日  場所： 松任文化会館 

                  実施日： 令和 7年 2月 26 日  場所： ハローワーク小松 

実施日： 令和 7 年 3 月 10 日  場所： ハローワーク金沢 

実施日： 令和 7 年 3 月 25 日   場所： ハローワーク七尾 

○インターンシップ募集サイト等のホームページを運営したほか、インターンシップ導入促進支援助成を行った。 

・実施時期 ： 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7年 2 月 28 日  助成実施数： 1 社 

  ○安全性の向上、労働環境の改善、人手不足の解消のため、自動点呼機器導入のための助成を行った。 

・実施時期 ： 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7年 2 月 28 日  助成実施数： 14 台 

４．労働関係法令への対応 
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○労働関係法令の改正の動向を注視し、適宜関係機関に要望等を行った。また、労働関係法令の改正にあたっては、その内容やポイ

ント等事業者が留意、対応すべき事項について周知徹底を図り、「働き方改革」の実現に向けた対策を推進するためのセミナーを

実施した。 

・改善基準告示解説セミナー    実施日： 令和 6 年 8 月 22 日  場所： 石川県トラック会館 

５．「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」の的確な運営 

○「トラック輸送における取引環境・労働時間改善石川県地方協議会」について、行政や荷主団体等と連携を図り、協議会の的確な

運営と取引環境と労働時間の改善に向けた対応を図るとともに、協議会における広報活動等の取り組みを支援したほか、県内の主

要荷主団体に対して「標準的な運賃」の普及促進及び「物流 2024 年問題」等について要望活動を行った。 

・トラック輸送における取引環境・労働時間改善石川県地方協議会（書面決議） 

・「2024 問題への対応」に係る SNS 広告の配信 

                  実施日： 令和 6年 9月 1 日から令和 6 年 11 月 30 日 

・「標準的な運賃」普及促進及び「物流 2024 年問題」等の要望活動 

   実施日： 令和 6 年 11 月 1 日、11 月 6日  場所： 荷主団体 4 団体 

 ６．運転者職場環境良好度認証制度に係る対応 

  ○「運転者職場環境良好度認証制度」の内容について周知するなど、制度の普及促進を図るとともに、認証取得に対して助成を行った。

・実施時期 ：令和 6 年 4月 1日から令和 7 年 2 月 28 日  助成実施数： 10 社 

 

（６）広報対策事業 

トラック運送業界についての正しい理解を得るために、次の諸事業を実施した。 

１．標準引越運送約款や消費者保護関連法令（消費者約款法、特定商取引法）等に関する啓発活動の推進 

○全ト協と連携し、引越に関する啓発用リーフレットを配布する等、情報発信に努めた。 

２．引越講習の充実及び講師の育成と輸送相談の充実強化、引越事業者優良認定制度及び消費者サ－ビス向上の推進 

○引越基本講習と引越管理者講習及び引越事業者優良認定制度を全ト協と連携し実施した。 

・引越基本講習         実施日： 令和 6 年 10 月 24 日      場所： 石川県トラック会館 

・引越管理者講習        実施日： 令和 6 年 10 月 25 日      場所： 石川県トラック会館 

３．ホームページ等による会員向け情報提供と拡充施策の推進 

○情報発信の基盤的役割を担うホームページを運営し、常に鮮度の高い情報発信に努めた。 

４．１０月９日「トラックの日」を活用した全国統一キャンペーンによるＰＲ対策の推進 

○１０月９日「トラックの日」を中心に各種メディア・イベントを活用し、広報活動を展開した。 

５．トラック運送業への一層の理解促進に向けた各種広報媒体を活用した積極的なＰＲ対策の推進 

○重要な課題・取組み等について、機関誌、ホームページをはじめとして、各種メディアを活用し、積極的に業界の意見公表と周知

対策を行った。 

○荷主等に対し取引環境・労働時間改善をはじめとした適正取引の推進及び安全性評価事業（Ｇマーク制度）、引越事業者優良認定

制度（引越安心マーク）の普及促進に向けて、広告掲載等によるＰＲ活動を展開し、理解と協力を求めた。 

○新聞、テレビ等の報道機関による取材に積極的に対応し、業界の現状理解と広報活動に対する協力を求めた。 

 

（７）緊急・救援輸送対策 

災害発生時に緊急救援物資を的確に輸送できるように、救援物資輸送体制を確立するとともに、関係機関との連携のもと、平常時の救

援物資等の維持管理及び防災訓練等を実施した。 

 

１．大規模災害発生時における緊急輸送体制の確立 

○災害時に自治体が管理する物流集積拠点等にて支援物資の仕分け、管理、輸送等を行う専門知識を身に付けた災害物流専門家の育

成を図るため、全日本トラック協会と共催し、研修会を実施した。 

     ・実施日 ： 令和 6年 9 月 12 日、9月 13 日  場所 ： 石川県トラック会館 

○大規模災害時における営業用トラックのライフラインとしての機能維持を確実に果たすため、関係機関や全ト協と連携し、「緊急・

救援物資輸送基本計画」に基づき、必要な体制整備を推進するとともに、大規模災害発生時における緊急物資輸送体制の確立を図る

ため防災訓練に参加した。 

  ・実施日 ： 令和 6年 11 月 10 日   場所： 津幡町 

 

（１）   当該事業に係る公益目的支出の額 240,618,756 円 

（２）       〃     実施事業収入の額 232,121,844 円 

（３）   （（１）－（２））の額 8,496,912 円 

（４）   当該事業に係る損益計算書の費用の額 240,618,756 円 

（５）       〃     損益計算書の収益の額 232,121,844 円 

（１）及び（２）に記載した額が計画に記載した額と異なる場合、その内容及び理由 注 

 

計画作成時点の見込額に比べ、継１における実施事業支出及び実施事業収入が見込額より上回り、当該事業年度末日の公益目的収支差額が計

画における見込額を下回ったものである。今のところ実施期間に関しては影響がないと考える。 

 注：この事業に係る公益目的支出の額等の変更が、公益目的支出計画全体の実施に影響を与えるか否かについても記載して下さい。 
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（３）実施事業資産の状況等                             

 注：算定日に有していた資産については、移行認可申請書（別表Ａ公益目的財産額の算定）に記載した資産の番号(ｲ 1､ﾛ 2･･A1･など)を 

   記載してください。 

 

 

 

【実施事業収入の額の算定について】 

①「損益計算書の収益の額」に対応した②「実施事業収入の額」を記載し、その算定に当たっての考え方を記載してください。 

損益計算書の科目 
①損益計算書の 

収益の額 

②実施事業 

収入の額 
②の額の算定に当たっての考え方 注 

特定資産受取利息 3,769,232 円 3,769,232 円
有価証券（ハ 1）は、運用益の全部を継続事業に充てる旨の 

使途の指定があるため、当該有価証券を実施事業資産とする。

受取補助金等 225,910,508 円 225,910,508 円 本事業に対する補助金であり、実施事業収入とする。 

事業収益 2,442,104 円 2,442,104 円 本事業に対する事業収益であり、実施事業収入とする。 

計 232,121,844 円 232,121,844 円  

 注：実施事業収入の額の算定の記載事項について、必要な説明書類を添付してください。 

 

 

【公益目的支出の額の算定について】 

①「損益計算書の費用の額」に対応した②「公益目的支出の額」を記載し、その算定に当たっての考え方を記載してください。 

損益計算書の科目 
①損益計算書の 

費用の額 

②公益目的支出 

の額 
②の額の算定に当たっての考え方 注 

その他 240,618,756 円 240,618,756 円 異なる費用科目はないため、①と②は同額である。 

計 240,618,756 円 240,618,756 円  

 注：①と②が同額である場合には、｢科目｣欄を｢その他｣として、まとめた額を①及び②欄に記載してもかまいません。 

 

番号注 資産の名称 
時価評価資産の 

算定日の時価 
移行後に取得した

場合の取得価額 
前事業年度末日の

帳簿価額 
当該事業年度末日の 

帳簿価額 
使用の状況  

イ 1 
土地（金沢市粟崎町 4丁目 82

番 6、83 番 2、84 番 1、84 番

10、84 番 27、84 番 28） 
円 円 489,748,284 円 489,748,284 円 

ロ 1 建物（トラック会館） 円 円 221,561,056 円 213,823,080 円 

ハ 1 建物附属設備 円 円 500,443 円 7,538,545 円 

 構築物 円 円 878,173 円 752,921 円 

 車両 円 円 1,363,466 円 1,451,397 円 

 什器備品 円 円 2,024,656 円 4,434,857 円 

 投資有価証券 円 円 1,460,000,000 円 1,460,000,000 円 
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別表Ａ〔公益目的支出計画実施報告書〕

【公益目的支出計画実施期間中の収支の見込みについて】

(1) その他の主要な事業について

注1： その他の主要な事業として、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」に記載した事業のうち、その事業の内容や
実施方法に変更があった場合に、事業番号、変更の内容、その理由及び公益目的支出計画の実施に対する影響を記載し
てください。

また、新たにその他の主要な事業を開始した場合は、その旨、当該事業の概要及び公益目的支出計画の実施に対する影
響を記載してください。なお特に記載すべき内容がない場合はその旨記入してください。

(2) 資産の取得や処分、借入について

注2： 「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載した多額の借入や施設の更新、高額財産の取得・処分
等の活動を実施した場合は、公益目的支出計画に与えた影響を記載してください。また、「公益目的支出計画実施期間中
の収支の見込み」の備考欄に記載したもののうち、計画内容に変更があった場合に、変更の内容、その理由及び公益目的
支出計画に対する影響を記載してください。
また、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載したもの以外で、法人全体の財務に大きな影響を
与える活動を新たに予定する場合は、その内容、理由及び公益目的支出計画に対する影響を記載してください。なお特に
記載すべき内容がない場合はその旨記載してください。

なお特に記載すべき内容がない場合はその旨入力してください

特になし

変更の内容及び公益目的支出計画の実施に対する影響等注１

会員の相互扶助及びその他事業の当期経常増減額はマイナスであるが、会費収入で十分賄えるため、
公益目的支出計画の安定的な実施に支障を及ぼすものではないと考えられる。

実施内容（計画の変更内容）及び公益目的支出計画の実施に対する影響等注２
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別表Ｂ〔公益目的支出計画実施報告書〕

【引当金等の明細】

（１）実施事業に係る引当金

目的使用 その他 区分 番号

円 円 円 円 円

（２）（１）以外の引当金のうち、算定日において計上していたもの

目的使用 その他

1 退職給付引当金 6,504,515円 円 円 円

（３）「その他支出又は保全が義務付けられているもの」としたもの　注

目的使用 その他

円 円 円 円

注：算定日において、退職給付会計導入に伴う変更時差異の未処理額を公益目的財産額から控除した場合については、

　　　　当該未処理額は記載不要です。なお特に記載すべき内容がない場合は空欄のまま「登録」ボタンをクリックして

　　　　ください。

番号

期末の価額目的当期増加額期首の価額財産の名称番号
当期減少額

引当金の名称番号 期末残高

6,504,515円

期末残高目的当期増加額期首残高

円

当期増加額期首残高

引当金の名称
当期減少額

当期減少額

事業

目的
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１．基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２．引当金の明細

（単位：円）

目的使用 その他

退職給付引当金 6,504,515 6,504,515

期末残高

附属明細書

科目
当期減少額

期首残高 当期増加額
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事業報告の附属明細書 

 
 令和 6 年度事業報告には、一般社団及び一般財団法人に関する法

律施行規則 34 条 3 項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な

事項」が存在しないため、附属明細書は作成しない。 
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報告事項

令和７年度事業計画並びに収支予算について

（令和７年３月５日理事会承認事項）
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令和７年度事業計画 
 

１ 策定基調  

我が国の経済は、この３０年余の間、バブル崩壊に伴う混乱やデフレ、世界的な金融

危機、度重なる自然災害、コロナ禍といった幾多の難局に直面したが、これらを乗り越

えてきたところである。 

政府は、成長型経済への道筋をつけるため、自然災害への対応を含め、安心・安全の

確保を図るとともに、「新しい資本主義」を始めとする経済財政政策の取組みを引き継

ぎ、加速・発展させていくこととしている。 

こうした状況の中で、「物流革新元年」とした「２０２４年問題」に引き続き、さら

には「２０３０年問題」への対応を期すため、トラック運送業界の健全化に向けた改正

物流法等への対応など、全力で取組んでいかなければならない。 

特に、物流を維持していくために、改正「標準的運賃・標準運送約款」の活用等への

周知を徹底するとともに、荷主対策の深度化については、トラック・物流ＧメンとＧメ

ン調査員との緊密な連携を図り、業界の健全化を推し進めることとする。 

さらに、燃料高騰対策をはじめ、安心で安全な輸送サービスを提供するために良質な

人材を確保するための諸対策に取組むなど、交通・労災事故防止等の推進を図ることと

している。 

また、高速料金の更なる割引など使いやすい道路の実現に取組み、新技術を活用した

物流ⅮⅩの及び効率化を鋭意推進することとする。 

そして、令和６年能登半島地震や奥能登豪雨災害の経験や教訓を踏まえた必要な体

制を確立するとともに、能登半島地震からの復旧・復興に向けた対応など、被災事業者

に対する事業の再建支援に当たることとする。 

当協会においては、今後のトラック運送事業の進化・発展に向けて、下記に示す諸課

題克服と諸活動を積極的に展開していくこととする。 

 

２ 重点施策 

令和７年度は、次の１０項目を重点施策に位置づけ、関係機関と連携を強化して事業

計画に基づく諸対策を積極的に推進していく。 
 

(1) 物流革新に向けた改正物流法等への対応 

(2) 改正「標準的運賃・標準運送約款」の活用等による適正なコスト収受等転嫁対策

の推進及びトラック・物流ＧメンとＧメン調査員の連携による荷主対策の深度化の

推進 

(3) 燃料高騰対策等の推進及び自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 

(4) 多様な施策による良質な人材確保対策の推進 

(5) 交通・労災事故の防止及び環境・ＳＤＧｓ対策の推進 

(6) 高速道路通行料金の割引の拡充及び使いやすい道路の実現に向けた諸対策の推進 
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(7) 適正化事業等の推進による法令遵守の徹底 

(8) 令和６年能登半島地震からの復旧・復興に向けた取り組み及び大規模自然災害発

生時における緊急輸送体制の確立 

(9) 荷主・消費者等対外広報活動の推進 

(10)新技術を活用した物流ＤＸ及び効率化の推進 

 
３ 事業計画 

（1）物流革新に向けた改正物流法等への対応 

（ア）商慣行の見直しや荷待ち・荷役時間の削減等物流効率化に向けた対応 
○改正流通業務総合効率化法及び改正貨物自動車運送事業法に基づく、「物流

効率化のための取組み」や「書面の交付」等の規制的措置について会員事業

者に対して周知徹底と支援を行う。 

（イ）商慣行の見直しや荷待ち・荷役時間の削減等物流効率化に向けた取組みを促

進するため、関係行政機関や関係団体等と連携を図り、着荷主を含む荷主や一

般消費者等への理解促進を図るための環境整備を推進する。 
（ウ）多重下請構造の是正と実運送事業者の適正運賃・料金収受に向けた対応 

〇全ト協と連携し、多重下請け構造の是正に向けた対応にあたるとともに、実

運送事業者の適正な運賃の確保による賃金水準の向上等の実現を図るため、

会員事業者の取組みを推進する。 

〇改正貨物自動車運送事業法に基づく実運送体制管理簿、運送利用管理規定の

作成等の規制措置について、会員事業者に対し周知徹底を行う。 

（エ）下請法改正への対応 
○下請法改正に対応し、改正内容については会員事業者に対して周知徹底を図

る。 

（オ）適正競争の推進等 
○適正競争を推進するため、貨物自動車運送事業法の改正とそれを担保する特

別措置法（新法）の成立に係る対応を行う。 

（カ）時間外労働の上限規制９６０時間及び改正改善基準告示の遵守に係る対応 
〇時間外労働の上限規制９６０時間及び改正改善基準告示の遵守に向け、セ

ミナー等を通じ、会員事業者に対し関係法令や告示について周知徹底を行う

など、遺漏なき対応を図る。 

〇荷主や一般消費者等に対し、広告やリーフレットの配布等により荷主等への

理解促進を図るための環境整備を行う。 

〇時間外労働の上限規制や改正改善基準告示への対応状況等について実態を

把握する。 

（キ）「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」の適確な運営 
〇行政や荷主団体等と連携を図り、引き続き協議会の適確な運営と取引環境・

労働時間の改善に向けた対応を図るとともに、協議会における広報活動等の
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取り組みを行う。 

（ク）荷主との連携による物流効率化に向けた取り組みの実施 
〇ⅮⅩ等による物流の効率化・生産性向上を図るため、荷主や荷主団体との意

見交換やセミナー等を通じ、荷主とトラック運送事業者による物流効率化に

向け、周知・普及を図る。 

○ホワイト物流推進運動について、荷主やトラック運送事業者に引き続き周

知・促進を図り、生産性向上に向けた取り組みに積極的な対応を図る。 

 

（2）改正「標準的運賃・標準運送約款」の活用等による適正なコスト収受等転嫁対策の

推進及びトラック・物流ＧメンとＧメン調査員の連携による荷主対策の深度化の推進 

◇適正なコスト収受等転嫁対策 

（ア）改正「標準的運賃」及び「標準運送約款」の周知に係る対応 
〇会員事業者に対し、改正の趣旨、内容や届出に係る周知を図り、積極的な活

用を促進するための諸対策を展開するとともに、荷主に対し積極的に広報・

周知活動を行う。 

（イ）「標準的な運賃」の活用及び原価管理の徹底等による適正なコスト収受等転

嫁対策の推進 

○ドライバーの労働条件改善を目的とした価格転嫁に向けた荷主交渉を促進

するための会員事業者支援を強化する。 
○「標準的な運賃」及び「燃料サーチャージ」のほか、高速道料金や附帯作業

料・待機時間料など実費について、事業継続に必要なコストが収受できるよ

う積極的に広報・周知活動を行う。 

○公正取引委員会の「パートナーシップによる価値創造のための円滑化施策の

パッケージ」及び「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に

基づき、特に労務費やエネルギーコストの上昇分が取引価格に転嫁できるよ

う、転嫁対策を推進する。 

○標準的な運賃と自社原価の関連を踏まえた交渉方法など、標準的運賃活用セ

ミナーを開催するとともに、運賃交渉相談会の実施、個別事業者に対する経

営診断助成を行うなど、適正運賃の収受に向けた支援を行う。 

 

◇荷主対策の深度化対策 

（ア）トラック・物流ＧメンとＧメン調査員の連携による荷主対策の深度化の推

進 
○トラック・物流Ｇメンをはじめ関係行政機関と連携し、事業者に違反行為を

強要する荷主情報の収集を図るため、会員事業者、ドライバー等に対し、国

土交通省の意見投稿サイトの積極的な周知を行い、ドライバーの労働条件の

改善や取引の適正化を図る。 

○Ｇメン調査員による事業者の法令遵守を妨げる違反原因行為に関する荷主
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情報の収集及びトラック・物流Ｇメンへの報告により、法に基づく「働きか

け」「要請」「勧告・公表」などの措置を講じるよう、連携強化を図る。 

 

（3）燃料高騰対策等の推進及び自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 

◇燃料高騰対策 

（ア）燃料高騰対策の推進 
〇政府与党及び自治体等に対し、燃料高騰に対する支援策の継続について、強

力に要請する。 

（イ）燃料サーチャージ導入の促進 
〇燃料サーチャージについて、事業者が収受できる環境を整備するため、荷主

への浸透を図るための施策を展開する。 

（ウ）自家用燃料供給施設整備支援助成事業及び燃料費対策特別融資の実施 
〇自家用燃料供給施設に対する一部助成を実施する。 

〇軽油等燃料費対策及び環境・省エネに対する重要性を鑑み、最新の排出ガス

規制適合車等の導入に必要な資金融資に対する利子補給を行う。 

（エ）近代化基金融資の推薦及び利子補給事業、信用保証協会保証料助成事業の

実施 
〇物流効率化に資するための施設の整備をはじめ、事業の近代化・合理化のた

めの設備投資に対し、中央近代化基金事業と連携して地方近代化基金による

融資の斡旋及び利子補給を行う。 
〇信用保証協会のセーフティネット保証等の保証を受ける際に支払う保証料

の助成を行う。 
（オ）石油製品価格動向調査及び燃料価格等の情報提供の実施 

〇軽油価格改定の動向について調査・情報収集し、会員事業者に対する情報提

供に努める。 
（カ）アイドリングストップの徹底 

〇燃料高騰対策、ＣО２削減の一環として、ドライバーに対し、駐停車時の

アイドリングストップの徹底を図る。 
 

◇税制対策 

（ア）自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 
〇自動車関係諸税の簡素化及び軽減に向けて、全ト協及び都道府県ト協と連携

を図り、要望・陳情活動を展開する。 
〇事業用トラックに対する新たな負担増の議論が生じた場合、これを阻止する

べく、要望・陳情活動を展開する。特に、走行距離課税の導入ついては断固

反対する。 
（イ）軽油引取税の旧暫定税率の廃止等税負担の軽減 

〇軽油引取税は、一般財源化により本来国民が公平に負担すべきであるにも
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かかわらず、「当分の間税率」と名前を変えてトラック運送事業者が負担を強

いられており、税負担の公平の原則に著しく反していることから、軽油引取

税の旧暫定税率の廃止に向けて、要望・陳情活動を展開する。 
 

（4）多様な施策による良質な人材確保対策の推進 

（ア）若年層、女性及び高齢者の採用等を含めた人材確保及び育成教育・定着対策

の推進 
〇トラック業界の労働力を確保し、定着を図るために、若年層、女性及び高齢

者の採用を含めた活動、採用後の労務管理・育成教育等のマニュアルや人材

確保セミナーを通じ会員事業者への支援を図るとともに関係機関と連携し

て労働力確保に係る対外的な広報活動並びに積極的なＰＲ方策を展開する。 
○走行中の携帯電話の使用やあおり運転等、ドライバーの運転マナーについて、

啓発に努める。 

〇１９歳で大型免許取得可能となる「特例教習」の受講、準中型免許取得及び

５トン限定準中型免許等限定解除、大型・中型免許等の取得費用に対する支

援を行い、若年ドライバーの確保を図る。 

（イ）高校新卒者等の採用促進のためのインターンシップ活用の周知 
〇インターンシップ登録サイトの活用とインターンシップ実施事業者への支

援を図るとともに、高等学校等への周知活動を行い、高校生等若年層に対す

る業界への採用促進を図る。 

○地域のハローワークと連携し、求人中の会員事業者と求職者のマッチング機

会の提供を通じ、会員事業者の人材確保支援を図る。 
（ウ）特定技能制度による外国人ドライバーの円滑な受入れに向けた対応 

○特定技能制度による外国人ドライバーの円滑な受入れが行なわれるよう、関

係機関等と連携を図りながら対応するとともに、全ト協がＨＰに公開する技

能試験への対応や就労後に交通法規などが学習できる外国人向けテキスト

の活用など、会員事業者への支援を行う。 
○外国人が母国で取得した運転免許を特定活動期間中に円滑に切り替えでき

るよう、指定自動車教習所等が実施する講習の受講に対する費用助成を行

う。 
（エ）ドライバーの社会的評価の向上に向けた対応 

○荷主や一般消費者からのドライバーに対する暴言や、契約にない過剰な要求

を行ったり、業務に対して不当な言いがかりや悪質なクレームをつけたりす

るカスタマーハラスメントに対して、全ト協が作成するカスハラ被害防止の

ための業界独自のマニュアルの配布を行う。 
○一般消費者や荷主に対して、ドライバーの社会的評価の向上に向けた必要な

情報発信を行い、カスハラの撲滅を図る。 
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（オ）ゴミのポイ捨て根絶 
○いわゆる黄金のペットボトル等ゴミのポイ捨て問題について、ドライバーの

マナーの教育を徹底するとともに、啓発ツール等の配布により、その根絶を

図る。 
（カ）事業後継者等の育成 

○事業後継者並びに青年経営者を育成するため、青年部会において実践に即し

た研修事業を実施する他、業界等の青年組織との交流や社会貢献活動に取組

むための支援を行う。 
○将来のトラック業界を担う優秀な管理者を育成するため、中小企業大学校等

への講座受講の促進・助成を行う。 
○事業継承の方法や好事例をまとめた冊子を活用し、事業後継者の確保・育成

に悩む会員事業者への支援を行う。 
（キ）運転者職場環境良好度認証制度の促進 

○人材確保に向けた職場環境改善を促進するため、「運転者職場環境良好度認

証制度（働きやすい職場認証）」取得の助成を行う。 
    

（5）交通・労災事故の防止及び環境・ＳＤＧｓ対策の推進 

◇交通事故防止対策 

（ア）事業用トラックによる交通事故防止対策の推進 
○定時総会、事故防止大会等における交通安全決議等により、交通安全に対す

る意識の定着を図る。 

○「トラック事業における総合安全プラン２０２５」の目標達成に向けて、全

ト協と連携し、事故分析結果に基づくより実効性の高い各種セミナーを通じ

た事故防止対策の推進を図る。 

○トラック業界が全国統一で設定した事故０（ゼロ）の日などにより、交通事

故防止意識の醸成に努める。 

〇県内の事業用トラックによる死傷事故・危険箇所の交通事故実態等を把握し、

ホームページに公開するなどして事故防止を図る。 

〇事業用自動車の運転者に対する指導及び監督の指針に基づいて、ドライバー

教育テキストを活用した初任運転者等に対する教育指導体制の強化等により、

交通事故防止の実効性向上を図るとともに e ラーニングの活用を推進する。 

〇運行管理者及びドライバー等の安全教育訓練実施への助成及び運転者の適

性診断（一般・初任・適齢）、運転記録証明の助成を行う。 

（イ）飲酒運転の根絶に向けた取組みの強化 
○運転者等に対するアルコール検知器の携行、酒気帯びの有無の測定方法及び

測定結果の確実な報告等について指導を徹底するとともに、事業用トラック

が関係した飲酒運転事故事例を周知するなどして、飲酒運転根絶の意識向上

を図る。 
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（ウ）ドライバーコンテスト等の実施 

〇安全意識の高揚や運転技能の向上を図るため、ドライバーコンテスト及びＳ

Ｄラリーコンテスト（無事故無違反１００日運動）を実施するほか、全国ト

ラックドライバーコンテストの競技ポイント解説動画等により、会員事業者

に所属するドライバーの参加意欲向上を図る。 

（エ）追突事故及び交差点、高速道路における事故防止対策 
〇交通事故の実態に即した事故防止セミナー等を通じ、交通事故防止意識の向

上を図る。 

（オ）安全対策機器等の普及促進 
〇先進安全自動車（ＡＳⅤ）の普及拡大を図るため、ドライブレコーダーをは

じめとした、車両周辺の安全確認支援装置、アルコールインターロック装置

など安全対策機器の導入に係る助成を行い、積極的な普及を促進する。 

また、使用過程車に後付可能なＡＩを備えた安全装置の市場開発状況等につ

いて情報収集に努める。 

（カ）「運輸安全マネジメント」の普及拡大 
〇運輸安全マネジメントについて、一層の定着と取組みの深度化、高度化を

図るための普及・啓発活動を推進するともに運輸安全マネジメント講習（ガ

イドラインセミナー・リスク管理セミナー・内部監査セミナー）の助成を行

う。 

（キ）駐車問題見直しへの対応 
〇貨物集配中の事業用トラックに係る駐車規制の見直しが継続的に実施され

ることを受け、引き続き諸課題について情報収集に努め、必要に応じ、改善

に向けた関係機関への働きかけを行う。 

（ク）降雪期における安全運行の推進 
〇降雪期における安全運行の徹底を図るため、安全運転指導及び啓発活動を実

施するほか、道路除排雪、凍結対策及び無装備車両（冬用タイヤ、チェーン

の装着）の乗入れに対する指導強化について道路管理者等に要望活動を行

う。また、荷主団体等に対して異常気象時下における輸送に関する協力を求

める。 

（ケ）車輪脱落事故防止対策への対応 
〇「車輪脱落事故防止キャンペーン」などを通じ、車輪脱落事故防止対策の徹

底を図る。特に、車輪脱落事故防止のための増し締めの徹底を期すため、ト

ルクレンチを有していない事業所の保有促進と導入のための助成を行う。 

 

◇労働対策 

（ア）過労死等防止対策の推進 
〇「過労死等防止計画」の具体的な行動計画に基づき、関係者が一丸となって

過労死等防止対策を推進する。 

 



― 70 ―

 
 

○セミナーや啓発資料等を通じ、過労死等防止に向けた意識の高揚を図ると

ともに、過労死等防止対策の普及促進を図る。 
（イ）健康状態に起因する事故及び健康増進・メンタルへルス対策の推進 

〇「トラック運送事業者のための健康起因事故防止マニュアル」等を活用した

セミナーやドライバーの生活習慣病対策（食生活、運動、飲酒、喫煙等）を

通じて、健康増進と健康起因事故防止に努める。また、メンタルヘルスに関

する対応強化について啓発を図る。 
○中小トラック運送事業者のための健康管理システム（運輸ヘルスケアナビシ

ステム）の導入・活用を推進する。 
〇脳・心臓疾患の要因となる高血圧の予防に血圧測定が重要であることから、

業務前点呼に活用できる高機能な血圧計の導入に対する助成を行うととも

に、二次健康診断の受診勧奨を推進する。 
〇定期健康診断の受診に対する助成のほか、ドライバーが疾病により運転を継

続できなくなる事案の中で最も多い、脳血管疾患について早期発見、早期治

療を図るために実施する脳健診（脳ドック・脳ＭＲＩ）の受診に対する助成

を行う。 

（ウ）睡眠時無呼吸症候群(ＳＡＳ)対策の推進 

〇ドライバーの睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査に対する助成を行う。 
（エ）労働災害防止の推進 

〇陸運労災防止協会と連携し、第１４次労働災害防止計画（２０２３～２０２

７）を踏まえた労災事故防止対策に取組む。 

〇安全衛生管理の徹底と荷役作業の安全対策ガイドラインの周知徹底を図る。

また、荷主団体等に対してドライバー等の荷役作業時における労災事故防止

対策及び輸送の安全の確保が困難な状況下での輸送依頼の抑制に関する協

力を求める。 

 

◇環境・ＳＤＧｓ対策 

（ア）「環境ビジョン２０３０」の推進 
〇環境基本行動計画「環境ビジョン２０３０」を踏まえ、次世代自動車の導入、

輸送の効率化の推進、アイドリングストップの徹底等脱炭素化に向けた環境

啓発活動を推進する。 

○「環境ビジョン２０３０」のメイン目標達成に向け、普及啓発の推進、行動

月間の設定などにより、ＣО２排出量簡易算定ツールの活用促進を図る。 

（イ）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への対応 
○「環境ビジョン２０３０」の行動メニューとＳＤＧｓの関連性の理解促進を

図りつつＳＤＧｓ達成に向けた取組みを推進する。 

○環境と安全に配慮したエコドライブを推進するため、年間を通じて「エコド

ライブ推進運動」を展開し、「エコドライブ推進事業所認定事業」を実施す

る。 
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〇安全意識と省エネ運転技能向上を図るため実践的な省エネ走行研修を実施

する。 

（ウ）エコドライブの徹底に向けたＥＭＳ機器等、アイドリングストップ支援機器

及びエコタイヤ等の普及促進 
〇燃料消費量の削減効果が高いデジタル式運行記録計などＥＭＳ機器等の導

入に対する助成を行う。 

〇アイドリングストップ支援機器（エアヒータ、車載バッテリー式冷房装置

等）導入助成事業を促進する。 

○エコタイヤ・再生タイヤの導入促進を図るため助成を行う。 

（エ）ＧＸの実現に向けた環境対応車の普及促進 
〇２０５０年カーボンニュートラルを見据えたＧＸの実現に向け、環境対応車

である天然ガス、ハイブリッド並びに電気トラック、燃料電池トラックの導

入を促進するための助成事業を行う。 

〇ＮＯｘ・ＰＭ等の排出ガスを削減するため、ポスト新長期規制等適合車への

代替に対して、近代化基金融資による融資の利子補給を行う。 

 
（6）高速道路通行料金の割引の拡充及び使いやすい道路の実現に向けた諸対策の推進 

（ア）大口・多頻度割引の実質５０％の割引への拡充・恒久化 
○高速道路の利用は、ドライバーの拘束時間短縮等働き方改革の実現に向けて

不可欠なものであるため、大口・多頻度割引の実質５０％割引への拡充・恒

久化について、全ト協及び都道府県ト協と連携を図り、政府・与党に対する

要望活動を展開する。 
○ＮＥＸＣＯが管理する一般有料道路は、一部を除き大口・多頻度割引の対象

となっていないため、全ての一般有料道路を大口・多頻度割引に含めるよう、

県選出与党国会議員等に対し要望活動を展開する。 

（イ）高速道路料金等の更なる割引等の拡充 
〇より一層の利用者重視の観点から、料金水準の引き下げについて要望を行い、

輸送効率の改善及び一般道の交通安全・環境面の維持を図るとともに、一般

道や混雑する高速道路から、通行量の少ない高速道路への転換促進を図るた

めの料金・割引制度が設けられるよう要望活動を行う。 
○令和７年７月から実施予定の見直し後の深夜割引制度について、その影響調

査を行い、必要に応じて要望活動を展開する。 
（ウ）高速道路等における安全対策及び渋滞対策の推進 

○輸送時間の短縮、定時性の確保、物流効率化による経済活動の活性化等高速

道路の持つ効果が最大限発揮されるよう、一般道路と連携した全国道路ネッ

トワークの積極的な整備の推進やミッシングリンク解消のほか、暫定２車線

の４車線化など安全対策及び渋滞対策の推進に向けて、要望活動を行う。 
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（エ）「重要物流道路」の追加指定や機能強化の推進 

○大型トラックが特殊車両通行許可不要でスムーズに走行できる環境の実現

に向けて重要物流道路の追加指定及び指定された区間の道路整備が早期完

成・供用されるよう、全ト協や石川県と連携し、適宜要望を行う。 

（オ）ＳＡ・ＰＡ、道の駅における駐車スペースや休憩・休息施設の整備・拡充 
〇労働関係法令の遵守及び労働環境改善のために必要な施設として、高速道路

のＳＡ・ＰＡ、道の駅における大型及び特大車用の駐車マスの幅の拡大や、

休憩・休息施設となる建屋内設備の整備・拡充、特にシャワー施設の設置箇

所拡大について、積極的な要望を行う。 

（カ）中継物流拠点の整備・拡充等による中継輸送の推進 
〇ドライバーの長時間労働の抑制等働き方改革の推進のため、中継物流拠点

（コネクトエリア）の設置箇所の拡大について、全ト協と連携し、要望を行

う。 

（キ）道路通行及び車両に関する制度の簡素化及び規制緩和要望の推進 
〇特殊車両通行許可に付される通行時間帯条件の緩和など車両制限令及び道

路運送車両法の保安基準、道路交通法施行令について、各種規制の緩和、手

続きの簡素化・迅速化等について、全ト協及び都道府県ト協と連携を図り、

適宜要望を行う。また、軸重に関する諸課題について、関係機関と連携して

適正な改善を図る。 

〇特殊車両通行確認制度における、道路関連データのデジタル化の促進や利用

しやすい手数料水準について、全ト協と連携し、要望を行う。 

 
（7）適正化事業等の推進による法令遵守の徹底 

（ア）適正化事業実施機関の事業活動を効果的に推進するため指導体制の強化及び

地方評議委員会の適切な運営 
〇適正化事業指導員による指導体制の強化を図り、また地方評議委員会の適切

な運営に努める。 

（イ）事故防止・安全対策等の指導内容の充実強化及び事業者・運行管理者等に対

する指導・啓発の推進 
〇巡回指導については、総合評価が低い事業者や法令を遵守しない悪質な事業

者など指導の必要性が高い事業者を念頭に優先度に応じた指導内容及び巡

回頻度とし、効果的・効率的に推進する。また、関係機関と連携し、速報制

度並びに新規参入事業者に対する巡回指導及び乗務時間等告示違反事業所

に対する特別巡回指導の的確な対応を図る。 

〇悪質性の高い違反項目について、運輸支局等への迅速な情報提供を行う。 

また、自動車の適正な点検・整備及び不正改造防止に関して国土交通省の運

動に呼応し対応する。 

〇巡回指導における評価が厳正・公平に行われるよう、巡回指導指針及び巡回
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指導マニュアルに基づき、最重点指導項目をはじめとした指導項目につい

て、適切に指導を実施する。また、巡回指導を通じて、時間外労働の上限規

制及び改善基準告示の周知を図るとともに貨物運送事業法の遵守の徹底を

図る。 

〇事業者・運行管理者等に対して、法令遵守をはじめとする広報啓発活動を積

極的に推進する。 

（ウ）社会保険等の未加入・未納事業者に対する指導、社会保険制度等に関する法

的義務の周知徹底、啓発活動の推進 
〇巡回指導等を通じ社会保険制度等の加入及び保険料の納付について、周知及

び法的義務の履行の徹底を図る。 

（エ）適正化事業指導員に係る研修事業の充実並びに資質の向上 
〇全国研修、小規模グループ研修等の受講により専門的知識の習得や指導能力

の向上を図る。 

○適正化事業指導員として必要な能力の向上を図るための各種資格の取得を

推進する。 

〇運輸局・運輸支局との連携強化を目的とした官民合同の地方ブロック研修等

に参加し、ブロック内における指導内容の均一化を図る。 

（オ）Ｇメン調査員業務の積極的な推進 
○巡回指導、電話・訪問調査等により、事業者の法令遵守を妨げる違反原因

行為に関する荷主等の情報を積極的に収集し、トラック・物流Ｇメンに迅

速に報告することによって、荷主等への是正・指導に繋げる。 

○トラック・物流Ｇメンと連携し、荷主等に対して違反原因行為の防止・改

善について協力を要請する。 

（カ）安全性評価事業(Ｇマーク制度)の積極的な推進及び内外に対する広報啓発

活動の展開 

〇「貨物自動車運送事業安全性評価事業(Ｇマーク制度)」について、引き続き

関係行政機関や全ト協と連携し、円滑な推進を図る。 

〇荷主企業や一般消費者に対するＧマーク制度の更なる認知度アップを図る

ため、引き続きＧマークラッピングトラックを走行させるなど、広報啓発活

動を積極的に展開する。 

○長期間にわたり、安全性優良事業所の認定を受け、安全対策等に顕著な功績

が認められる事業所を安全性優良事業所表彰候補として運輸局等に推薦す

る。 

○Ｇマーク事業所に係る危険運転等悪質違反行為に対する是正指導を行う。 

○Ｇマークステッカーの「有効期限切れ」や「廃車時」の剥離の徹底等、ス

テッカーの適正な管理を推進する。 
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（8）令和６年能登半島地震からの復旧・復興に向けた取り組み及び大規模自然災害発生

時における緊急輸送体制の確立 

（ア）令和６年能登半島地震への対応 
〇被害を受けた会員事業者の事業再建に向けた特別相談窓口を継続し、事業主

等からの相談に応じる。事業基盤等の本格的な復旧・復興に向けてできるこ

とはすべて行う。 

〇被災地域の経済を支えるトラック運送事業者の雇用維持や事業継続などに

関して、全ト協と連携を図り、関係機関や政府・与党に対する要望・陳情活

動を必要に応じて適宜行う。 
〇石川県等が掲げた能登半島地震からの復旧・復興に向けた取組みにトラック

運送業界として積極的に協力する。 

〇会員事業者や当協会における震災対応の記憶や体験を風化させないために、

全ト協と共同で制作した「令和６年能登半島地震記録誌」を配布する。 

（イ）大規模自然災害発生時における緊急輸送体制の確立及び訓練 
〇大規模自然災害時における事業用トラックによるライフライン機能維持を

確実に果たすため、関係機関や全ト協と連携し、「緊急・救援輸送基本計画」

に基づき、令和６年能登半島地震の教訓を踏まえた緊急・救援物資輸送にお

ける課題やその対策等を明確化し、万全な体制を確立する。 
〇緊急救援物資を的確に輸送できるよう、石川県等が主催する防災訓練に参加

する。また、全ト協と緊急通信(衛星電話、テレビ会議システム等)を活用し

た情報伝達訓練を適宜行う。 
〇災害発生後のボランティアによる救援活動等が円滑に行われるよう、石川県

等からの資機材等の輸送協力に対応する。 
（ウ）自然災害発生時に備えた災害物流専門家の育成など防災マネジメントの普及

拡大 
〇会員事業者等を対象とする災害物流専門家研修を開催し、災害物流専門家の

育成に努め、自然災害への対応にあたって、参考とすべき考え方をまとめた

「運輸防災マネジメント指針」について普及活動を展開するとともに運輸安

全マネジメント講習（防災マネジメントセミナー）の助成を行う。 
 
（9）荷主・消費者等対外広報活動の推進 

（ア）引越事業者優良認定制度の推進と消費者サービス向上 
〇引越事業者優良認定制度（引越安心マーク）の普及促進を図るため、広報媒

体を活用し、業界内だけではなく、消費者に対しても積極的な周知を行う。 
〇引越基本講習と引越管理者講習を開催して、標準引越運送約款や関係法令等、

引越管理者として必要な知識の周知徹底を図る。 
○引越繁忙期におけるサービスレベルや輸送品質を保持するため、分散引越に

ついて、一般消費者や企業・国等に対し幅広い周知活動を推進する。 



― 75 ―

 
 

（イ）機関誌「トラックのひろば」及びホームページ等による会員向け情報提供と

拡充施策の推進 
〇業界及び関係行政機関の活動や事業経営に役立つ情報を提供するため、機関

誌「トラックのひろば」を毎月発刊し、会員をはじめ、関係行政機関等に配

布する。 
〇情報発信の基盤的役割を担うホームページを運営し、常に鮮度の高い情報発

信に努める。 
（ウ）１０月９日「トラックの日」のキャンペーンによる業界ＰＲ対策の推進 

〇１０月９日「トラックの日」を中心に各種メディアを活用し広報活動を展開

する。 
（エ）トラック運送業への一層の理解促進に向け、各種広報媒体を活用した積極的

なＰＲ対策の推進 
〇将来の業界を担う優秀な人材を確保するため、各種コンテンツを活用し、く

らしと経済を支えるライフラインであるトラック輸送の役割を周知する。 
〇重要な課題・取組み等について、機関誌、ホームページをはじめとして、各

種メディアを活用し、積極的に業界の意見公表と周知対策を行う。 
○多様化する情報ニーズに幅広く対応するため、ユーチューブをはじめとした

ＳＮＳ等の各種デジタル媒体を活用した積極的なＰＲを推進する。 
〇荷主等に対し、燃料価格高騰をはじめトラック運送業界の現状を訴えるとと

もに標準的運賃の収受、適正取引推進等の普及促進に向けて、広告掲載等に

よるＰＲ活動を展開し、理解と協力を求める。 
〇新聞、テレビ等の報道機関による取材に積極的に対応し、業界の現状理解と

広報活動に対する協力を求める。 
 
（10）新技術を活用した物流ＤＸ及び効率化の推進 

（ア）新技術を活用した物流効率化の推進 
〇２０５０年のカーボンニュートラルに向けた国の施策や「総合物流施策大綱」

の柱のひとつである物流ＤＸについて、課題等の整理を行う。 

〇ＩＴ活用の普及を図るため、先進活用事例等幅広く周知するセミナーを開催

し、事業者における人材不足や生産性向上等に資する新技術を活用した業務

効率化を推進する。 

（イ）物流ⅮⅩの取組みの促進 
○令和７年４月から義務化された運送契約の書面の相互交付に対応できるよ

う、全ト協が作成する書面化アプリケーションをデジタル化が進んでいない

会員事業者に無償で提供する。 

〇中小トラック事業者における業務の効率化をはじめとする働き方改革に繋

がる物流ⅮⅩを促進するため、効果的な取組み方策及び成功事例の周知、管

理システム等の導入支援等を行う。 
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（ウ）運行管理の高度化への対応 
〇ＩＴＣ（運行管理に活用可能な情報通信技術）を活用した遠隔点呼、自動点

呼の普及促進による運行管理の高度化・効率化を図るため自動点呼に係る支

援機器及びシステムの導入を支援する。 

 
（11）その他 

（ア）運輸事業振興事業費補助金交付要綱に基づく事業の推進 
〇補助金事業を効果的・効率的に活用し、トラック運送事業の適正な運営、健

全な発展を促進するほか、トラック会館施設の経年劣化に応じた修繕を行い

保全と管理運営に努める。 

（イ）国民保護に関する業務の推進 
〇武力攻撃事態等の発生に備えて、地方公共機関としての対策業務が適確かつ

迅速にできるよう石川県が主催する図上訓練に参加し、国民保護措置に対す

る対応能力の向上を図る。 

（ウ）新型インフルエンザの発生に関する業務の推進 
○新型インフルエンザの発生に備えて、地方公共機関としての対策業務が適確

かつ迅速にできるよう石川県が主催する訓練に参加するなどして、体制の確

立を図る。 
（エ）家畜伝染病の発生に関する協力 

○高病原性鳥インフルエンザ、豚熱等の発症が確認され、石川県等からの防疫

資材等の輸送協力への対応が行えるよう、体制の確立を図る。 
（オ）事務局組織の強化と支部・委員会・部会組織等の効率的運用 

○事務局体制の強化に努めるほか、業界の諸問題等に迅速かつ適確に対応をす

るため、支部・委員会・部会組織の効率的な運用を図るとともに、必要に応

じて能登半島地震を踏まえた支部組織の再編等を検討する。 
○新規に採用された若手職員に対して、トラック運送業界の基本的な知識の習

得や現場研修を通じて職員として必要な知識を身につけるための研修を実

施し、能力の向上を図る。 
（カ）業務改革等の推進 

〇会員事業者向けの各種助成金制度申請に係る簡略化（申請書類の簡素化）を

推進し、会員サービスの向上を図るとともに事務局業務の効率化やセキュリ

ティ対策の強化等を図る。 
（キ）関係機関の受託業務等の推進 

〇陸運労災防止協会の業務委託基本協定等に基づいて、労働災害防止に係る事

業の推進と支部活動支援の充実を図る。 

〇全ト協との業務委託契約等に基づいて、金沢トラックステーションの施設運

営及び長距離運行を行う事業用トラックの安全運行の確保等を図る。また、

施設内におけるアイドリングストップやごみの不法投棄禁止の徹底を図る
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など環境啓発活動を推進する。 

○１０月１５日に新潟市で開催される第３０回全国トラック運送事業者大会

（北信越ブロックトラック協会）に係る対応を行う。 

（ク）運行管理者試験の合格率向上 
〇会員事業者向けの運行管理者試験受験対策に係る事前講習会を開催し、合格

率の向上に努める。 

（ケ）庶務関係事項 
〇本会の永年勤続功労者等に対する表彰を行う。 
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（単位：円）

継１(物資安定を
図る事業)

小計
他１（トラック会

館賃貸事業）
他２（会員の相互

扶助等事業）
他３

（その他事業） 小計

Ⅰ一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　（１）経常収益

　　　基本財産運用益

　　　特定資産運用益 5,560,000 5,560,000 5,560,000 3,980,000
　　　　特定資産受取利息 5,560,000 5,560,000 5,560,000 3,980,000
　　　受取入会金 0 0
　　　受取会費 66,000,000 66,000,000 5,000,000
　　　　会費収入 66,000,000 66,000,000 5,000,000
　　　事業収益 600,000 600,000 1,880,000 9,957,000 11,837,000 12,437,000 0
　　　　管理受託料 6,957,000 6,957,000 6,957,000 0
　　　　家賃 0 0
　　　　貸室料 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0
　　　　施設使用料 180,000 180,000 180,000 0
　　　　倉庫使用料 450,000 450,000 450,000 0
　　　　駐車料 100,000 100,000 100,000 0
　　　　用紙販売業務料 150,000 150,000 150,000 0
　　　　講習会料 600,000 600,000 600,000 0
　　　　事務委託料 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0
　　　受取補助金 225,925,000 225,925,000 225,925,000 7,284,000
　　　　補助金等収入 202,925,000 202,925,000 202,925,000 7,284,000
　　　　全ト協助成金収入 23,000,000 23,000,000 23,000,000 0
　　　基金受入収入 10,000,000 10,000,000 10,000,000 △ 2,500,000
　　　受取負担金 0 0
　　　受取寄付金 0 0
　　　雑収益 2,500 2,500 0
　　　　雑収入 2,500 2,500 0
　　　経常収益計 242,085,000 242,085,000 1,880,000 0 9,957,000 11,837,000 66,002,500 319,924,500 13,764,000
　（２）経常費用 0
　　　事業費 261,550,000 261,550,000 7,700,000 1,000,000 13,307,000 22,007,000 283,557,000 6,929,000
　　　　役員報酬 0 0
　　　　給料手当 37,750,000 37,750,000 3,000,000 3,660,000 6,660,000 44,410,000 540,000
　　　　法定福利費　 7,420,000 7,420,000 160,000 840,000 1,000,000 8,420,000 160,000
　　　　福利厚生費　 3,165,000 3,165,000 150,000 200,000 350,000 3,515,000 0
　　　　旅費交通費 3,460,000 3,460,000 150,000 150,000 3,610,000 0
　　　　通信運搬費 3,007,000 3,007,000 450,000 200,000 650,000 3,657,000 30,000
　　　　消耗什器備品費 0 400,000 200,000 600,000 600,000 0
　　　　修繕費 17,935,000 17,935,000 600,000 300,000 900,000 18,835,000 761,000
　　　　印刷製本費 8,036,000 8,036,000 400,000 400,000 8,436,000 50,000
　　　　図書費 50,000 50,000 50,000 0
　　　　光熱水料費 1,200,000 1,377,000 2,577,000 2,577,000 0
　　　　保険料 1,751,000 1,751,000 1,751,000 0
　　　　諸謝金 1,232,000 1,232,000 390,000 390,000 1,622,000 300,000
　　　　賃借料 476,000 476,000 476,000 0
　　　　陸災防活動費 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0
　　　　委託費 44,000 44,000 3,500,000 3,500,000 3,544,000 11,000
　　　　租税公課 5,524,000 5,524,000 600,000 250,000 850,000 6,374,000 0
　　　　支払助成金 84,785,000 84,785,000 84,785,000 2,620,000
　　　　出捐金 46,673,000 46,673,000 46,673,000 1,676,000
　　　　会議費 490,000 490,000 50,000 50,000 540,000 0
　　　　運行管理講習会費 800,000 800,000 800,000 0
　　　　講習会費 1,492,000 1,492,000 1,492,000 △ 258,000
　　　　部会活動費 2,300,000 2,300,000 2,300,000 0
　　　　支部活動費 9,465,000 9,465,000 9,465,000 △ 135,000
　　　　広告宣伝費 10,040,000 10,040,000 10,040,000 640,000
　　　　表彰費 3,845,000 3,845,000 1,000,000 1,000,000 4,845,000 △ 2,014,000
　　　　研修費 3,938,000 3,938,000 3,938,000 2,490,000
　　　　諸会費 840,000 840,000 30,000 30,000 870,000 75,000
　　　　事務費 3,350,000 3,350,000 3,350,000 0
　　　　雑費 3,732,000 3,732,000 350,000 500,000 850,000 4,582,000 △ 17,000

法人会計 合計 前年増減

令和7年度収支予算

科　　　　　目
実施事業等会計 その他会計

　　　　　　　　令和7年4月1日から令和8年3月31日まで  　
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継１(物資安定を
図る事業) 小計

他１（トラック会
館賃貸事業）

他２（会員の相互
扶助等事業）

他３
（その他事業） 小計

　　　管理費 101,355,000 101,355,000 6,835,000
　　　　役員報酬 5,640,000 5,640,000 0
　　　　給料手当 18,500,000 18,500,000 1,830,000
　　　　法定福利費　 5,340,000 5,340,000 490,000
　　　　福利厚生費 1,050,000 1,050,000 0
　　　　会議費 10,000,000 10,000,000 1,000,000
　　　　旅費交通費 10,515,000 10,515,000 2,015,000
　　　　通信運搬費 4,800,000 4,800,000 0
　　　　減価償却費 2,200,000 2,200,000 0
　　　　消耗什器備品費 5,450,000 5,450,000 0
　　　　修繕費 3,650,000 3,650,000 0
　　　　会館管理費 3,250,000 3,250,000 0
　　　　図書費 1,200,000 1,200,000 0
　　　　印刷製本費 1,600,000 1,600,000 0
　　　　光熱水料費 2,800,000 2,800,000 0
　　　　慶弔交際費 5,500,000 5,500,000 1,500,000
　　　　諸謝金 2,610,000 2,610,000 0
　　　　賃借料 500,000 500,000 0
　　　　租税公課 1,400,000 1,400,000 0
　　　　支払負担金 11,000,000 11,000,000 0
　　　　支払寄付金 200,000 200,000 0
　　　　委託費 1,000,000 1,000,000 0
　　　　保険料 50,000 50,000 50,000
　　　　雑費 3,100,000 3,100,000 △ 50,000
　　　他事業活動支出 100,000 100,000 0
　　　　法人住民事業税 100,000 100,000 0
　　　経常費用計 261,550,000 261,550,000 7,700,000 1,000,000 13,307,000 22,007,000 101,455,000 385,012,000 13,764,000
評価損益等調整前当期経常増減 △ 19,465,000 △ 19,465,000 △ 5,820,000 △ 1,000,000 △ 3,350,000 △ 10,170,000 △ 35,452,500 △ 65,087,500 0

　　　基本財産評価損益等 0
　　　特定資産評価損益等 0
　　　投資有価証券評価損益等 0
　　　評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　　当期経常増減額 △ 19,465,000 △ 19,465,000 △ 5,820,000 △ 1,000,000 △ 3,350,000 △ 10,170,000 △ 35,452,500 △ 65,087,500 0
　２．経常外増減の部 0
　　（１）経常外収益 0
　　　経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　　（２）経常外費用 0
　　　　特定資産取得支出 0 10,000,000 10,000,000 0
　　　　投資活動支出 0 0
　　　経常外費用計 0 0 0 0 0 0 10,000,000 10,000,000 0
　　当期経常外増減計 0 0 0 0 0 0 △ 10,000,000 △ 10,000,000 0
　　他会計振替額 0
　　当期一般正味財産増減額 △ 19,465,000 △ 19,465,000 △ 5,820,000 △ 1,000,000 △ 3,350,000 △ 10,170,000 △ 45,452,500 △ 75,087,500 0
　　一般正味財産期首残高 20,191,319 20,191,319 72,721,670 92,912,989 △ 3,730,288
　　一般正味財産期末残高 △ 19,465,000 △ 19,465,000 △ 5,820,000 △ 1,000,000 16,841,319 10,021,319 27,269,170 17,825,489 △ 3,730,288
Ⅱ　指定正味財産増減の部 0
　　　受取補助金等 0
　　　一般正味財産への振替額 0
　　当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　　指定正味財産期首残高 0
　　指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ⅲ　正味財産期末残高 △ 19,465,000 △ 19,465,000 △ 5,820,000 △ 1,000,000 16,841,319 10,021,319 27,269,170 17,825,489 △ 3,730,288

増減

　石川県知事の承認に際し、変更する場合がある。

科　　　　　目
実施事業等会計 その他会計

法人会計 合計

※事業項目は、彼此流用できるものとする。
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決    議 （案） 

 
私たちトラック運送事業者は、我が国の国民生活、産業活動を物流面で支える

ライフラインであり、災害時には被災地に向けた救援物資輸送の担い手として重

要な使命を果たすべく日夜懸命に努力している。 
 トラック運送業界では、令和６年能登半島地震からの復旧・復興に向けた対応 
や「物流革新元年」とした「２０２４年問題」に引き続き、「２０３０年問題」への対

応に万全を期すため、人材確保対策やトラック運送業界の健全化に向けた改正物流法等

への対応に全力で取り組んでいく必要がある。 

そのため、「改正標準的運賃・標準運送約款」の活用など、様々なルールを活

用し、適正な運賃コスト収受を成し遂げるため、荷主対策の深度化を推し進めな

ければならない。 
 我々は、交通事故防止や環境保全等に率先して取り組み、社会と共生を図りな

がら、トラック運送業界の叡智と総力を結集して、これら当面する諸課題に勇気

と英断をもって果敢に対応していかなければならない。 
このため、本日、本総会にあたり、石川県のトラック運送事業者は、総意をも

って、次のとおり決議する。 
 

一、物流革新に向けた改正物流法等への適切な対応に努める 
一、「標準的運賃」等の活用による適正なコスト収受に努める 
一、燃料費対策及び自動車関係諸税等の簡素化・軽減の実現に努める 
一、多様な施策による良質な人材確保対策の推進に努める 
一、交通・労災事故防止及び環境・SDGs、物流 DX の推進に努める 
一、能登半島地震からの本格的な復旧・復興に努める 
 

以上、決議する。 

 

   令和 7 年 6 月 4 日 
                一般社団法人 石川県トラック協会 
                第 51 回定時総会 


